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令和５年中泊町議会予算特別委員会

令和 ５年 ３月 ７日（火曜日）

〇議事日程 第１号

１ 臨時委員長の紹介

２ 委員長選挙

３ 副委員長選挙

４ 会議録署名委員の指名

５ 会期の決定

６ 議案第 ４号 令和５年度中泊町国民健康保険特別会計予算につ

いて

７ 議案第 ５号 令和５年度中泊町介護保険事業特別会計予算につ

いて

８ 議案第 ６号 令和５年度中泊町農業集落排水事業特別会計予算

について

９ 議案第 ７号 令和５年度中泊町漁業集落排水事業特別会計予算

について

１０ 議案第 ８号 令和５年度中泊町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて

１１ 議案第 ９号 令和５年度中泊町水道事業特別会計予算について

〇出席委員（１３名）

１番 鈴 木 長一郎 君 ２番 田 中 洋 君

３番 成 田 直 人 君 ４番 秋 元 隆 君

５番 塚 本 悦 子 君 ６番 荒 関 富 雄 君

７番 秋 田 博 君 ８番 長 利 司 君

９番 兵 庫 桂 蔵 君 １０番 青 山 雅 晴 君

１１番 沖 崎 勲 君 １２番 野 上 憲 幸 君

１３番 川 山 光 則 君

〇欠席委員（なし）
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〇出席説明員

町 長 濱 舘 豊 光 君

副 町 長 横 野 彰 吾 君

教 育 長 鈴 木 信 也 君

総 務 課 長 毛 内 康 裕 君

財 政 課 長 山 中 哲 哉 君

総 合 戦 略 課 長 三 上 晃 瑠 君

税 務 課 長 太 田 光 平 君

町 民 課 長 三 上 康 栄 君

福 祉 課 長 下 山 貴 子 君

環 境 整 備 課 長 藤 本 雅 久 君

農 政 課 長 古 川 幹 人 君

水 産 商 工 観 光
越 野 進 一 君課 長

小 泊 支 所 長 藤 田 康 久 君

教 育 課 長 長 利 香代子 君

会 計 課 長 藤 田 順 悦 君

上 下 水 道 課 長 鈴 木 輝 文 君

〇職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 宮 越 裕 子 君

総 務 課 行 政 係 白 川 隼 君
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開会 午前１０時００分

◎臨時委員長の紹介

〇議会事務局長（宮越裕子君） 予算特別委員会の開会に当たり、事務局より

臨時委員長のご紹介をいたします。

本日は、去る３月２日の本会議において予算特別委員会が設置され

てから初めての委員会となります。委員長が互選されるまでの間は、

委員会条例第１０条第２項の規定によって、出席委員の中で年長の委

員が臨時に委員長の職務を行うことになっております。

したがいまして、出席委員の中で年長の委員であります秋田博委員

に臨時委員長をお願いすることにいたします。

秋田博委員、よろしくお願いいたします。

〇秋田臨時委員長 ただいまご紹介いただきました秋田です。委員会条例第１

０条第２項の規定によって、臨時委員長の職務を行います。何とぞよ

ろしくお願いいたします。

◎開会の宣告

〇秋田臨時委員長 ただいまの出席委員数は１３名です。定足数に達していま

すので、これから予算特別委員会を開会いたします。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

◎委員長選挙

〇秋田臨時委員長 日程第２、委員長の選挙を行います。

お諮りします。委員長の選挙は指名推選の方法により行いたいと思

います。ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇秋田臨時委員長 ご異議なしと認めます。

したがって、委員長の選挙は指名推選の方法により行うことに決定

しました。

お諮りします。指名の方法については、私が指名することにしたい

と思います。ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇秋田臨時委員長 異議なしと認めます。
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したがって、私が指名することに決定しました。

予算特別委員会の委員長に兵庫桂蔵委員を指名します。ご異議ござ

いませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇秋田臨時委員長 異議なしと認めます。

したがって、兵庫桂蔵委員が委員長に当選されました。

本席より兵庫桂蔵委員に当選の告知をいたします。

それでは、ただいま委員長に当選されました兵庫桂蔵委員に承諾を

いただき、就任のご挨拶をお願いします。

〇兵庫委員長 ただいま皆様方のご推薦によりまして、予算特別委員会の委員

長という大役を仰せつかりました兵庫です。

本委員会は、令和５年度の町政の方向を決める重要な予算について

審査を行うものでありますので、公平、公正な委員会運営を図ってま

いりたいと思っております。

委員の皆様に、円滑な議事運営、進行にご理解、ご協力を賜ります

ようお願い申し上げ、就任の挨拶といたします。

〇秋田臨時委員長 以上で臨時委員長の職務を終了いたしました。ご協力あり

がとうございます。

兵庫委員長と交代します。兵庫委員長、委員長席にお着き願います。

（臨時委員長、委員長と交代）

◎副委員長選挙

〇兵庫委員長 それでは、日程第３、副委員長の選挙を行います。

お諮りします。副委員長の選挙は、指名推選の方法により行いたい

と思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇兵庫委員長 異議なしと認めます。

したがって、副委員長の選挙は指名推選の方法により行うことに決

定しました。

お諮りします。指名の方法については、私が指名することとしたい

と思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇兵庫委員長 異議なしと認めます。
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したがって、私が指名することに決定しました。

予算特別委員会の副委員長に田中洋委員を指名します。ご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇兵庫委員長 異議なしと認めます。

したがって、田中洋委員が副委員長に当選されました。

本席より田中洋委員に当選の告知をいたします。

それでは、ただいま副委員長に当選されました田中洋委員には承諾

をいただき、就任の挨拶をお願いいたします。

〇田中副委員長 ただいま委員皆様のご推挙によりまして、副委員長に選ばれ

ました田中です。委員長をしっかり支えながら、令和５年度の予算審

議を適正に行いたいと思っておりますので、委員各位の格段のご協力

をお願い申し上げ、就任の挨拶といたします。よろしくお願いいたし

ます。

◎会議録署名委員の指名

〇兵庫委員長 日程第４、会議録署名委員の指名を行います。

本委員会の会議録署名委員は、５番、塚本悦子委員及び６番、荒関

富雄委員を指名します。

◎会期の決定

〇兵庫委員長 日程第５、会期の決定の件を議題にします。

お諮りします。予算特別委員会の会期は、本日と明日８日の２日間

にしたいと思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇兵庫委員長 異議なしと認めます。

したがって、予算特別委員会の会期は、本日と明日８日の２日間に

決定しました。

◎議案第４号の上程、説明、質疑

〇兵庫委員長 本日は、予算特別委員会に付託されました議案第４号から議案

第９号までの令和５年度各特別会計予算の審査を行います。

お諮りします。各議案の審査は、歳入と歳出を一括して行いたいと
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思います。ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇兵庫委員長 異議なしと認めます。

したがって、各議案の審査は歳入と歳出を一括して行うことに決定

しました。

なお、ご質問の際は予算書のページを示してお願いいたします。

日程第６、議案第４号 令和５年度中泊町国民健康保険特別会計予

算についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

三上町民課長。

〇町民課長（三上康栄君） 議案第４号 令和５年度中泊町国民健康保険特別

会計予算案についてご説明いたします。

事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５億５，４

３５万８，０００円となり、前年度当初予算額に対して５，９４０万

９，０００円、率にして３．６８％の減となっております。

診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億４，

８３７万１，０００円となり、前年度当初予算額に対して４５２万６，

０００円、率にして２．９６％の減となっております。

歳入歳出予算の概要について、事業勘定からご説明申し上げます。

２ページを御覧願います。歳入は、第１款国民健康保険税に２億９０

５万７，０００円、第２款使用料及び手数料に３０万円、第３款国庫

支出金に１，０００円、第４款県支出金に１０億５，１１５万円、第

５款財産収入に１，０００円、第６款繰入金に２億８，９４０万９，

０００円、第７款繰越金に１，０００円、第８款諸収入に４４３万９，

０００円を計上しております。

４ページを御覧願います。歳出は、第１款総務費に３，２２９万５，

０００円、第２款保険給付費に１１億３，４２７万円、第３款国民健

康保険事業費納付金に３億４，８０８万６，０００円、第４款共同事

業拠出金に１，０００円、第５款財政安定化基金拠出金に１，０００

円、第６款保健事業費に２，７６１万１，０００円、５ページを御覧

願います。第７款基金積立金に１，０００円、第８款公債費に１，０

００円、第９款諸支出金に２０９万２，０００円、第１０款予備費に

１，０００万円を計上しております。
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次に、歳入歳出予算の主なものを款項を追って、事業勘定の歳出か

らご説明いたします。恐れ入りますが、１５ページを御覧願います。

３、歳出。第１款総務費、第１項総務管理費に、１６ページを御覧願

います。対前年度比６，０３２万７，０００円減の２，８０８万２，

０００円を計上しております。国保標準システム導入事業の完了によ

り減額となっております。

第２項徴税費に、対前年度比１２万７，０００円増の３９４万９，

０００円を計上しております。

第３項運営協議会費に、対前年度比２，０００円増の２６万４，０

００円を計上しております。

第２款保険給付費、第１項療養諸費、第１目一般被保険者療養給付

費から、１７ページを御覧願います。第５目審査支払手数料まで、合

計で対前年度比３，４１８万３，０００円増の９億７，４２６万６，

０００円を計上しております。

第２項高額療養費、第１目一般被保険者高額療養費から第４目退職

被保険者等高額介護合算療養費まで、合計で前年度と同額の１億５，

４５０万２，０００円を計上しております。

第３項移送費に、１８ページを御覧願います。合計で前年度と同額

の２，０００円を計上しております。

第４項出産育児諸費に、６人分の出産育児一時金として、対前年度

比６万円増の３００万円を計上しております。

第５項葬祭費に、対前年度比５０万円増の２５０万円を計上してお

ります。

第３款国民健康保険事業費納付金、第１項医療給付費分に、対前年

度比１，７３９万７，０００円減の２億２，５８１万９，０００円を

計上しております。

第２項後期高齢者支援金等分に、対前年度比５８０万８，０００円

減の８，８０７万６，０００円を計上しております。

１９ページを御覧願います。第３項介護納付金分に、対前年度比２，

００８万２，０００円減の３，４１９万１，０００円を計上しており

ます。

第４款共同事業拠出金、第１項共同事業拠出金に前年度と同額の１，

０００円を計上しております。
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第５款財政安定化基金拠出金、第１項財政安定化基金拠出金に前年

度と同額の１，０００円を計上しております。

第６款保健事業費、第１項保健事業費に、２０ページを御覧願いま

す。対前年度比４７８万１，０００円増の１，１１１万８，０００円

を計上しております。

第２項特定健康診査等事業費に、対前年度比４５５万２，０００円

増の１，６４９万３，０００円を計上しております。

２１ページを御覧願います。第７款基金積立金、第１項基金積立金

に前年度と同額の１，０００円を計上しております。

第８款公債費、第１項財政安定化基金償還金に前年度と同額の１，

０００円を計上しております。

第９款諸支出金、第１項償還金及び還付加算金に、合計で前年度と

同額の２０９万１，０００円を計上しております。

２２ページを御覧願います。第２項繰出金に、前年度と同額の１，

０００円を計上しております。

第１０款予備費、第１項予備費に、前年度と同額の１，０００万円

を計上しております。

次に、歳入についてご説明いたします。恐れ入りますが、１０ペー

ジにお戻り願います。２、歳入。第１款国民健康保険税、第１項国民

健康保険税、第１目一般被保険者国民健康保険税に、対前年度比８，

２８４万７，０００円減の２億９０１万９，０００円を計上しており

ます。主な要因は、被保険者の減少及び所得の減少、税率の見直しに

よる減額となっております。

１１ページを御覧願います。第２款使用料及び手数料、第１項手数

料に、前年度と同額の３０万円を計上しております。

第３款国庫支出金、第１項国庫補助金に前年度と同額の１，０００

円を計上しております。

１２ページを御覧願います。第４款県支出金、第１項県補助金に、

対前年度比９，４７３万９，０００円減の１０億５，１１４万９，０

００円を計上しております。

第２項財政安定化基金交付金に、前年度と同額の１，０００円を計

上しております。

第５款財産収入、第１項財産運用収入に前年度と同額の１，０００
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円を計上しております。

第６款繰入金、第１項一般会計繰入金に、１３ページを御覧願いま

す。対前年度比１８８万８，０００円増の１億２，４６６万１，００

０円を計上しております。

第２項財政調整基金繰入金に、対前年度比１億１，６５５万円増の

１億６，４７４万８，０００円を計上しております。歳入の財源不足

分を前年度積み立てた基金分にて調整しております。

第７款繰越金、第１項繰越金に、前年度と同額の１，０００円を計

上しております。

第８款諸収入、第１項延滞金加算金及び過料に、前年度と同額の４

４１万１，０００円を計上しております。

１４ページを御覧願います。第２項受託事業収入に前年度と同額の

１，０００円を計上しております。

第３項雑入に、合計で対前年度比２６万１，０００円減の２万７，

０００円を計上しております。

以上で事業勘定の説明を終わります。

引き続き、診療施設勘定の歳入歳出予算の概要についてご説明申し

上げます。６ページにお戻り願います。歳入は、第１款診療収入に１

億１，５４２万２，０００円、第２款使用料及び手数料に２６万５，

０００円、第３款繰入金に２，４３７万１，０００円、第４款繰越金

に１，０００円、第５款諸収入に８３１万２，０００円を計上してお

ります。

７ページを御覧願います。歳出は、第１款総務費に１億５３０万３，

０００円、第２款医業費に１，９０２万１，０００円、第３款公債費

に２，３５４万７，０００円、第４款予備費に５０万円を計上してお

ります。

次に、歳入歳出予算の主なものについて、款項を追ってご説明申し

上げます。歳出からご説明いたします。３６ページを御覧願います。

３、歳出。第１款総務費、第１項医療施設管理費、第１目一般管理費

に、対前年度比３７０万円増の８，６４０万６，０００円を計上して

おります。主なものは、２節給料など、医師１名、職員４名分の人件

費で、合計５，５１０万２，０００円。３７ページを御覧願います。

１２節委託料に、診療所受付・清掃業務１，６８６万９，０００円等
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であります。

３８ページを御覧願います。第２項歯科施設管理費、第１目一般管

理費に、対前年度比７４万２，０００円減の１，８８９万７，０００

円を計上しております。主なものは、医師１名の人件費で、合計１，

８３７万６，０００円であります。

３９ページを御覧願います。第２款医業費、第１項医科用医業費に、

合計で対前年度比７５０万１，０００円減の１，５４２万５，０００

円を計上しております。

第２項歯科用医業費に、合計で対前年度比３９万４，０００円減の

３５９万６，０００円を計上しております。

第３項公債費、第１項公債費に、診療所建設費等の長期債の償還分

として、元金・利子合わせて、合計で対前年度比４１万１，０００円

増の２，３５４万７，０００円を計上しております。

４０ページを御覧願います。第４款予備費、第１項予備費に、前年

度と同額の５０万円を計上しております。

次に、歳入についてご説明いたします。恐れ入りますが、３２ペー

ジにお戻り願います。２、歳入。第１款診療収入、第１項医科外来収

入、第１目国民健康保険診療報酬収入から第６目労災・その他診療報

酬収入まで、合計で対前年度比５０１万３，０００円増の９，１６９

万円を計上し、第２項歯科外来収入、第１目国民健康保険診療報酬収

入から、３３ページを御覧願います。第６目労災・その他診療報酬収

入まで、合計で対前年度比２３万９，０００円増の２，２４９万３，

０００円を計上しております。

第３項その他診療収入は、対前年度比１９万６，０００円増の１２

３万９，０００円を計上しております。

第２款使用料及び手数料、第１項手数料は、前年度と同額の２３万

１，０００円を、第２項使用料は、前年度と同額の３万４，０００円

を計上しております。

３４ページを御覧願います。第３款繰入金、第１項他会計繰入金に、

合計で前年度と同額の２，４３７万１，０００円を計上しております。

第４款繰越金、第１項繰越金に、前年度と同額の１，０００円を計

上しております。

第５款諸収入、第１項雑入に、対前年度比４４万円増の２６０万３，
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０００円を計上しております。

第２項受託事業収入は、合計で対前年度比２０８万９，０００円減

の５７０万９，０００円を計上しております。

以上で、議案第４号 令和５年度中泊町国民健康保険特別会計予算

案についてご説明いたしました。

〇兵庫委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

６番委員。

〇荒関委員 何ページと言われればなんなのですけれども、出産一時金につい

てお伺いしたいのですけれども、この予算を盛っているということは、

大体年間国保関連で何名の出産を予定して、１人当たり幾らの予算で

こういう額になったのかお知らせ願えればと思います。

〇兵庫委員長 三上課長。

〇町民課長（三上康栄君） 荒関委員の質問にお答えします。

出産一時金に関しては、今年度は６名で計算しております。今の国

のほうで４２万円から５０万円に引き上げたことにより、当町でも４

２万円から５０万円に引き上げております。

以上です。

〇兵庫委員長 ６番委員。

〇荒関委員 この額についてはよろしいのですけれども、少子化は、今どこの

課が主に少子化対策について担当しているのかお伺いしたいのですけ

れども。

〇兵庫委員長 福祉課長。

〇福祉課長（下山貴子君） 荒関委員の質問にお答えします。

主に福祉課のほうで少子化といいますか、子供、子育て世帯に関し

ての予算等は扱っております。

以上です。

〇兵庫委員長 ６番委員。

〇荒関委員 主に福祉課のほうで少子化対策は担当しているというふうなご答

弁ですけれども、これから当町では３０名ぐらいしか年間の出生数が

出ていないというぐらいまで地域の子供たちの数が減ってきているの

ですけれども、それに対して町自体としては特別な何か対策を講じて

いるのかお伺いいたします。
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福祉課が主に少子化のほうの担当だという今ご答弁ですので、これ

だけ少子化が問題になっているとき、当町ではどのように少子化対策

について取り組んでいるのかをお伺いしているのですけれども。

〇兵庫委員長 福祉課長。

〇福祉課長（下山貴子君） 福祉課といたしまして、今現在行っておりますこ

とは、子供の医療費と子育て世帯に対しての支援金等を行っておりま

す。

以上です。

〇兵庫委員長 ６番委員。

〇荒関委員 今までやっているのは分かるのです。これだけ子供の数が少なく

なっても、特別な対策というもの、これから講じる気があるのか、な

いのかだけでもいいですから、ご答弁願えないでしょうか。

〇兵庫委員長 福祉課長。

〇福祉課長（下山貴子君） 少子化に関しましては、子供のみならず、親も関

係することになりますので、総合的に判断してこれからいろいろ考え

てまいりたいと思っております。

〇兵庫委員長 ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、議案第４号 令和５年度中泊町国民

健康保険特別会計予算についての質疑を終わります。

◎議案第５号の上程、説明、質疑

〇兵庫委員長 日程第７、議案第５号 令和５年度中泊町介護保険事業特別会

計予算についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

下山福祉課長。

〇福祉課長（下山貴子君） 議案第５号 令和５年度中泊町介護保険事業特別

会計予算案についてご説明申し上げます。

令和５年度当初予算においては、介護サービス受給者数及びサービ

ス受給者１人当たりの給付費が共に横ばいで推移していることから、

前年度とほぼ同規模の予算編成となりました。

歳入歳出予算の総額は、前年度と比較して７０５万４，０００円、

率にして０．４％増の１８億１，３５８万３，０００円となっており
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ます。

歳入歳出予算の概要について、款を追ってご説明申し上げます。

歳入では、２ページから３ページを御覧ください。第１款保険料に

２億８,３１９万８，０００円、第２款使用料及び手数料に２万１，

０００円、第３款国庫支出金に４億９,９３５万８，０００円、第４

款支払基金交付金に４億６,２０４万円、第５款県支出金に２億５,１

１３万５，０００円、第６款財産収入に１，０００円、第７款繰入金

に３億１,７５４万４，０００円、第８款繰越金に１，０００円、第

９款諸収入に２８万５，０００円を計上しております。

続いて、歳出です。４ページから５ページを御覧ください。第１款

総務費に５,２６９万４，０００円、第２款保険給付費に１６億７,２

１０万円、第３款地域支援事業費に８,８０１万４，０００円、第４

款基金積立金に１，０００円、第５款公債費に７万円、第６款諸支出

金に４０万４，０００円、第７款予備費に３０万円を計上しておりま

す。

次に、歳入歳出の主なものについて、款項を追ってご説明申し上げ

ます。最初に、歳出からご説明いたします。１３ページを御覧くださ

い。第１款総務費、第１項総務管理費に、１４ページを御覧ください。

対前年度比３３３万４，０００円増の４,０６５万１，０００円を計

上しております。

第２項徴収費に、対前年度比６万円増の５６万５，０００円を、第

３項介護認定審査会費に、１５ページを御覧ください。対前年度比１

３９万円増の１,１４７万８，０００円を計上しております。

第２款保険給付費、第１項介護サービス等諸費に対前年度比６４０

万２，０００円増の１５億１９０万円を計上しております。

第２項介護予防サービス等諸費に対前年度比４２万２，０００円増

の２,１８０万円を計上しております。

第３項高額介護サービス等費に、１６ページを御覧ください。対前

年度比６０万８，０００円増の５,８８０万円を計上しております。

第４項その他諸費に対前年度比７万３，０００円増の１２０万円を

計上しております。

第５項特定入所者介護サービス等費に対前年度比５３万７，０００

円減の８,８４０万円を計上しております。
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第３款地域支援事業費、第１項介護予防・生活支援サービス事業費

に、１７ページを御覧ください。対前年度比３４４万４，０００円減

の３,７８８万１，０００円を計上しております。

第２項一般介護予防事業費に対前年度比１０万６，０００円減の１

０６万円を計上しております。

第３項包括的支援事業・任意事業費に、１９ページを御覧ください。

対前年度比８４万５，０００円減の４,８８５万３，０００円を計上

しております。

第４項その他諸費に対前年度比３，０００円減の２２万円を計上し

ております。

第４款基金積立金に１，０００円、第５款公債費に７万円、２０ペ

ージを御覧ください。第６款諸支出金４０万４，０００円、第７款予

備費に３０万円を計上しております。

次に、歳入の主なものについてご説明申し上げます。８ページを御

覧ください。２、歳入。第１款保険料、第１項介護保険料に対前年度

比１,１７３万４，０００円減の２億８,３１９万８，０００円を計上

しております。

第２款使用料及び手数料に前年度と同額の２万１，０００円を計上

しております。

第３款国庫支出金、第１項国庫負担金に対前年度比１６０万９，０

００円増の３億６５５万円を計上し、第２項国庫補助金に、９ページ

を御覧ください。対前年度比８５８万８，０００円増の１億９,２８

０万８，０００円を計上しております。

第４款支払基金交付金に、対前年度比９２万２，０００円増の４億

６,２０４万円を計上しております。

１０ページを御覧ください。第５款県支出金、第１項県負担金に対

前年度比６５万６，０００円増の２億３,６８８万３，０００円を、

第２項県補助金に対前年度比６３万３，０００円減の１,４２５万２，

０００円を計上しております。

第６款財産収入に１，０００円を計上しております。

第７款繰入金、第１項一般会計繰入金に、１１ページを御覧くださ

い。対前年度比７５１万１，０００円増の３億１,７５４万３，００

０円を計上しております。
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第２項基金繰入金に１，０００円を計上しております。

１２ページを御覧ください。第８款繰越金に前年度と同額の１，０

００円を計上し、第９款諸収入、第１項延滞金、加算金及び過料に１，

０００円を計上し、第２項雑入に対前年度比１３万４，０００円増の

２８万４，０００円を計上しております。

以上、議案第５号 令和５年度中泊町介護保険事業特別会計予算案

についてご説明申し上げました。

〇兵庫委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、議案第５号 令和５年度中泊町介護

保険事業特別会計予算についての質疑を終わります。

◎議案第６号の上程、説明、質疑

〇兵庫委員長 日程第８、議案第６号 令和５年度中泊町農業集落排水事業特

別会計予算についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

鈴木上下水道課長。

〇上下水道課長（鈴木輝文君） 議案第６号 令和５年度中泊町農業集落排水

事業特別会計予算案についてご説明申し上げます。

令和５年度中泊町農業集落排水事業特別会計予算案は、歳入歳出予

算の総額が、歳入歳出それぞれ４，８１８万３，０００円となり、前

年度当初予算額に対して５４５万円、率にして１２．８％の増となっ

ております。

歳入歳出予算の概要について、款を追ってご説明申し上げます。２

ページを御覧願います。最初に、歳入では、第１款使用料及び手数料

に５９６万３，０００円、第２款繰入金に３，４０２万円、第３款繰

越金に１０万円、第４款町債に８１０万円を計上しております。

次に、歳出では、第１款事業費に２，３５１万３，０００円、第２

款公債費に２，４５７万円、第３款予備費に１０万円を計上しており

ます。

次に、歳入歳出の主なものについて、款項を追ってご説明いたしま

す。



- 16 -

最初に、歳出についてご説明いたしますので、６ページを御覧願い

ます。第１款事業費、第１項施設管理費、第１目一般管理費、１２節

委託料に公営企業法適用支援業務委託料として４６７万５，０００円、

公営企業会計システム導入委託料として３４９万８，０００円、第２

目施設管理費、１０節需用費に処理場電気料として３２７万６，００

０円、７ページを御覧願います。１２節委託料に処理施設管理業務委

託料として４３８万９，０００円、処理場余剰汚泥排出業務委託料と

して５５２万５，０００円を計上いたしております。

第２款公債費、第１項公債費では、長期債元金に２，２７５万３，

０００円を、長期債利子に１８１万７，０００円をそれぞれ計上して

おります。

次に、歳入でありますが、５ページにお戻り願います。第１款使用

料及び手数料、第１項使用料に農業集落排水事業使用料として５９６

万３，０００円、第２款繰入金、第１項繰入金に、一般会計からの繰

入金として３，４０２万円、第４款町債、第１項町債に、公営企業会

計適用事業債として８１０万円を計上しております。

以上、議案第６号 令和５年度中泊町農業集落排水事業特別会計予

算案についてご説明申し上げました。

〇兵庫委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

１２番委員。

〇野上委員 今予算の説明があったのですけれども、これからは公営企業法を

適用して、これは評価していくと。企業システムの会計システムもそ

ういうシステムを使いながらやっていくということは分かるのですけ

れども、そこで、やっぱり集排も結構年数がたったわけです。もう２

０年、３０年ということで老朽化している。老朽化している中で、今

現在の中身で、いわゆる自動化の中身が、落雷の中身で壊れているよ

うな話も聞いているのですけれども、そういうものというのは、今回

補正見ても当初見ても、いわゆる修理費とかは全然上がっていないの

ですけれども、そういう事実はないのですか。

〇兵庫委員長 鈴木上下水道課長。

〇上下水道課長（鈴木輝文君） 野上委員のご質問にお答えいたします。

昨年１１月、地下に埋設してある高圧受電のケーブルが破損いたし
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まして、それに伴って今自動制御盤のほうが故障している現状です。

ただ、手動のほうは何とか動いておりまして、まず施設の稼働を優先

させておりまして、その稼働を優先させながら、現況の調査をしてい

る状況にございます。ただ、自動制御のほうに関しては、現在バック

アップのほうは取れている状況が確認できておりますので、今回の補

正予算のほうで委託料のほうにその調査の部分を含めて補正させてい

ただいています。あと、修繕のほうは各ふだん目で確認できない部分

の機器に関しまして、まずは機器に電流が通っているかどうかのアン

ペアメーターというものを修繕で取り替えて、それから状況を確認し

て今後の対応を取りたいと思っております。

以上です。

〇兵庫委員長 １２番委員。

〇野上委員 事情は、そういう事情ということであれば分かるのですけれども、

いずれにしても、今回の３月補正、そして当初予算の中身で結構な額

がこれかかると思うのです。とすれば、一般会計の繰り出しになるの

か、それとも企業債の適用になるのかと。それは、これから当事者が

考えるのでしょうけれども、いずれにしても、漁業集排についても農

集排にしても、もうそろそろ限界に来ているわけでしょう。とすれば、

やっぱり今回いわゆる企業会計の中身にいろいろ、とすれば今までの

中身のいわゆる財産評価、資産評価の中身もしっかりしながら、これ

から保全対策そのものを考えながら予算計上していく中身にあるので

はないですか、やっぱり。それをなし崩しに、ただ前年度対比という

ことの予算編成の中身でいれば、これ大きく破損したとき大変ですよ。

そういう点は、どういう考え方で今進めているのですか。当然企業会

計を適用するとすれば、そこから始まるわけでしょう。もう企業償還

の評価額も下がってしまっていると思うのです。とすれば、当然保全

計画をしっかりした中身をする、改修も見越す、そういう中身はいつ

頃の中身でやっぱり計画を組むのか、そこら辺ちょっと確認したいと

思います。

〇兵庫委員長 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 農集排、漁集排の特別会計につきましては、毎年、毎

年この予算のほうをお願いするときに、予算書を見れば分かると思う

のですけれども、例えばこの農業集落排水でいきますと５００数十万
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円の使用料収入を上げるために、ランニングコストで２，０００万以

上かけて、なおかつ設備の償却ということで公債費で、過去も設備用

意したときの分を償還しているわけであります。委員おっしゃるとお

り、このままいくと早晩この事業そのものがやっていけなくなるとい

うことは、昨年、一昨年あたりから担当のほうと様々な議論を重ねて

おりますし、県の市町村課長のほうにもこのままだとこの施設がもた

ないと。県としても、農集排、漁集排の設置を進めてきたのだから、

考えてほしいと。例えば合併浄化槽に替えていただくにしても、それ

なりにまとまった金がかかる。ただ、このままいくと、もう設備その

ものがもたなくて大規模改修というふうなことになると、町の財政が

もたないということもご相談申し上げながら、今取りあえずは公会計

に移行するための資産の評価とか調査をやった上で、事業そのものの

会計をきちっと明らかにしようと。その上で、今後のことについて県

当局とも相談しながら、一定の道筋を見つけ出した上で、また議員各

位のほうにもご相談申し上げたいなと考えております。大分以前から

もう検討を始めておりました。

以上でございます。

〇兵庫委員長 ほかに質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、議案第６号 令和５年度中泊町農業

集落排水事業特別会計予算についての質疑を終わります。

◎議案第７号の上程、説明、質疑

〇兵庫委員長 日程第９、議案第７号 令和５年度中泊町漁業集落排水事業特

別会計予算についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

鈴木上下水道課長。

〇上下水道課長（鈴木輝文君） 議案第７号 令和５年度中泊町漁業集落排水

事業特別会計予算案についてご説明申し上げます。

令和５年度中泊町漁業集落排水事業特別会計予算案は、歳入歳出予

算の総額が、歳入歳出それぞれ３，１３０万８，０００円となり、前

年度当初予算額に対して６２４万１，０００円、率にして２４．９％

の増となっております。
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歳入歳出予算の概要について、款を追ってご説明申し上げます。２

ページを御覧願います。最初に、歳入では、第１款使用料及び手数料

に２８５万４，０００円、第２款繰入金に２，０３０万４，０００円、

第３款繰越金に５万円、第４款町債に８１０万円を計上しております。

次に、歳出では、第１款事業費に１，５４９万円、第２款公債費に

１，５７１万８，０００円、第３款予備費に１０万円を計上しており

ます。

次に、歳入歳出の主なものについて、款項を追ってご説明いたしま

す。最初に、歳出についてご説明いたします。６ページを御覧願いま

す。第１款事業費、第１項施設管理費、第１目一般管理費、１２節委

託料に公営企業法適用支援業務委託料として４６７万５，０００円、

公営企業会計システム導入委託料として３４９万８，０００円、第２

目施設管理費、１０節需用費に処理場電気料として２６２万円、１２

節委託料に処理施設管理業務委託料として２６４万円を計上しており

ます。

７ページを御覧願います。第２款公債費、第１項公債費では、長期

債元金に１，４５２万１，０００円、長期債利子に１１９万７，００

０円をそれぞれ計上しております。

次に、歳入でありますが、５ページにお戻り願います。第１款使用

料及び手数料、第１項使用料に、漁業集落排水事業使用料として２８

５万４，０００円、第２款繰入金、第１項繰入金に一般会計からの繰

入金として２，０３０万４，０００円、第４款町債、第１項町債に公

営企業会計適用事業債として８１０万円を計上しております。

以上、議案第７号 令和５年度中泊町漁業集落排水事業特別会計予

算案についてご説明申し上げました。

〇兵庫委員長 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はあ

りませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、議案第７号 令和５年度中泊町漁業

集落排水事業特別会計予算についての質疑を終わります。

◎議案第８号の上程、説明、質疑

〇兵庫委員長 日程第１０、議案第８号 令和５年度中泊町後期高齢者医療特
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別会計予算についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

三上町民課長。

〇町民課長（三上康栄君） 議案第８号 令和５年度中泊町後期高齢者医療特

別会計予算案についてご説明いたします。

令和５年度中泊町後期高齢者医療特別会計の歳入歳出予算の総額

は、歳入歳出それぞれ２億９，４９９万５，０００円となり、前年度

当初予算額に対して３１２万円、率にして１．０７％の増となってお

ります。

次に、歳入歳出予算の概要についてご説明申し上げます。２ページ

を御覧願います。歳入は、第１款後期高齢者医療保険料に７，９７３

万２，０００円、第２款使用料及び手数料に２万円、第３款繰入金に

２億４５２万６，０００円、第４款繰越金に１，０００円、第５款諸

収入に１，０７１万６，０００円を計上しております。

３ページを御覧願います。歳出は、第１款総務費に１，４０２万１，

０００円、第２款後期高齢者医療連合納付金に２億８，０７０万５，

０００円、第３款諸支出金に２６万９，０００円を計上しております。

次に、歳入歳出予算の主なものについて、款項を追って歳出からご

説明いたします。８ページを御覧願います。３、歳出。第１款総務費、

第１項総務管理費に、対前年度比５９２万４，０００円増の１，３７

９万１，０００円を計上しております。主なものとしては、１２節委

託料に、後期高齢者健診委託料６５４万６，０００円、新規事業とし

て高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業４１７万５，０００円、

１３節使用料及び賃借料に、後期高齢者システムリース料９２万２，

０００円を計上しております。

第２項徴収費に、対前年度比１万１，０００円増の２３万円を計上

しております。

第２款後期高齢者医療連合納付金、第１項後期高齢者医療連合納付

金に、対前年度比２７８万５，０００円減の２億８，０７０万５，０

００円を計上しております。県広域連合から提示されました金額に基

づき計上しております。

９ページを御覧願います。第３款諸支出金、第１項償還金及び還付

加算金に、対前年度比３万円減の２６万９，０００円を計上しており
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ます。

次に、歳入についてご説明いたします。恐れ入りますが、６ページ

にお戻り願います。２、歳入。第１款後期高齢者医療保険料、第１項

後期高齢者医療保険料に、対前年度比９０８万７，０００円減の７，

９７３万２，０００円を計上しております。県広域連合より提示され

ました金額に基づき計上しております。

第２款使用料及び手数料、第１項手数料に、前年度と同額の２万円

を計上しております。

第３款繰入金、第１項一般会計繰入金に、対前年度比６９０万円増

の２億４５２万６，０００円を計上しております。県広域連合から提

示されました金額に基づき計上しております。

第４款繰越金及び第５款諸収入、第１項延滞金加算金及び過料につ

いては、前年度と同額の１，０００円を計上しております。

７ページを御覧願います。第２項雑入に、対前年度比５３０万７，

０００円増の１，０７１万５，０００円を計上しております。新規事

業である高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業の受託収入による

ものです。

以上で議案第８号 令和５年度中泊町後期高齢者医療特別会計予算

案についてご説明いたしました。

〇兵庫委員長 ただいま説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、議案第８号 令和５年度中泊町後期

高齢者医療特別会計予算についての質疑を終わります。

◎議案第９号の上程、説明、質疑

〇兵庫委員長 日程第１１、議案第９号 令和５年度中泊町水道事業特別会計

予算についてを議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

鈴木上下水道課長。

〇上下水道課長（鈴木輝文君） 議案第９号 令和５年度中泊町水道事業特別

会計予算案についてご説明申し上げます。

恐れ入りますが、１ページを御覧願います。最初に、第２条、業務
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の予定量ですが、（１）の給水件数は前年度比５０件減の４，１７０

件、（２）の年間総給水量は前年度比９，７００立方メートル減の８

１万３，８００立方メートル、（３）の１日平均給水量は前年度比２

６立方メートル減の２，２３０立方メートルをそれぞれ見込んでおり

ます。

次に、第３条の収益的収入及び支出の予定額として、収入の第１款

水道事業収益は前年度より１，０７７万２，０００円減の３億３，５

３６万７，０００円、支出は第１款水道事業費用に前年度より１，０

７６万円増の３億３２８万８，０００円をそれぞれ計上し、収支で３，

２０７万９，０００円の利益を予定しております。

恐れ入りますが、２ページを御覧願います。第４条の資本的支出に

１億９，３１４万６，０００円を計上し、その支払いは過年度分損益

勘定留保資金で補填する予定としています。

第５条、そして３ページの第６条の説明は省略させていただきます。

続きまして、予算の詳細について、予算実施計画説明書でご説明い

たします。最初に、収益的支出の主なものについてご説明いたします

ので、２１ページを御覧願います。先ほども説明しておりますが、第

１款水道事業費用として、前年度比１，０７６万円増の３億３２８万

８，０００円を計上しております。

第１項営業費用、第１目原水及び浄水費が前年度比６８６万２，０

００円増の４，０１２万５，０００円を計上しております。主なもの

は、１５節委託費の水質検査委託料４９３万２，０００円、１９節動

力費の各浄水場電力料金１，８４５万４，０００円等であります。

２２ページを御覧願います。第２目配水及び給水費が前年度比３３

４万７，０００円増の８０８万８，０００円であります。主なものは、

１８節修繕費の配水施設維持修繕費４００万円、１９節動力費の増圧

ポンプ電力料２４８万３，０００円等であります。

２３ページを御覧願います。第４目総係費が対前年度比３４１万６，

０００円増の６，４９１万１，０００円を計上しております。主なも

のは、職員人件費のほか、２４ページを御覧願います。１５節委託料

の企業会計システム保守料・導入費用４７７万４，０００円でありま

す。

２５ページを御覧願います。第２項営業外費用、第１目支払利息が
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前年度比３１８万２，０００円減の１，７３４万６，０００円であり

ます。

その他のものについては、前年度とほぼ同内容及び同額となってお

りますので、説明を省略させていただきます。

次に、収益的収入についてご説明いたしますので、１８ページにお

戻り願います。第１款水道事業収益、第１項営業収益、第１目給水収

益は、前年度比５１７万６，０００円減の２億８，２８１万８，００

０円を計上しております。減額の主な理由としては、給水収益の減少

によるものです。

１９ページを御覧願います。第２項営業外収益、第２目他会計補助

金に、対前年度比５３９万６，０００円減の１，８４８万６，０００

円を計上しております。これは、高料金対策の一般会計からの補助金

になります。

次に、資本的支出についてご説明いたしますので、２６ページを御

覧願います。第１款資本的支出、第１項建設改良費、第１目営業設備

費、４０節工事費に満期量水器取替工事４３９万６，０００円、管理

センター２階屋上防水改修工事１３０万円、深郷田浄水場次亜制御盤

修繕工事２８６万８，０００円、４２節量水器購入費に９７０万６，

０００円、第２目配水施設改良費、４０節工事費に新深郷田橋付近配

水管漏水修繕工事２００万円、第２項企業債償還金、第１目企業債償

還金に償還元金１億７，２８７万６，０００円を計上しております。

以上、議案第９号 令和５年度中泊町水道事業特別会計予算案につ

いてご説明申し上げました。

〇兵庫委員長 ただいま説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、議案第９号 令和５年度中泊町水道

事業特別会計予算についての質疑を終わります。

◎散会の宣告

〇兵庫委員長 以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれで散会します。

散会 午前１１時１１分
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令和５年中泊町議会予算特別委員会

令和 ５年 ３月 ８日（水曜日）

〇議事日程 第２号

１ 議案第 ３号 令和５年度中泊町一般会計予算について

〇出席委員（１３名）

１番 鈴 木 長一郎 君 ２番 田 中 洋 君

３番 成 田 直 人 君 ４番 秋 元 隆 君

５番 塚 本 悦 子 君 ６番 荒 関 富 雄 君

７番 秋 田 博 君 ８番 長 利 司 君

９番 兵 庫 桂 蔵 君 １０番 青 山 雅 晴 君

１１番 沖 崎 勲 君 １２番 野 上 憲 幸 君

１３番 川 山 光 則 君

〇欠席委員（なし）

〇出席説明員

町 長 濱 舘 豊 光 君

副 町 長 横 野 彰 吾 君

教 育 長 鈴 木 信 也 君

総 務 課 長 毛 内 康 裕 君

財 政 課 長 山 中 哲 哉 君

総 合 戦 略 課 長 三 上 晃 瑠 君

税 務 課 長 太 田 光 平 君

町 民 課 長 三 上 康 栄 君

福 祉 課 長 下 山 貴 子 君

環 境 整 備 課 長 藤 本 雅 久 君

農 政 課 長 古 川 幹 人 君

水 産 商 工 観 光 越 野 進 一 君
課 長

小 泊 支 所 長 藤 田 康 久 君
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教 育 課 長 長 利 香代子 君

会 計 課 長 藤 田 順 悦 君

上 下 水 道 課 長 鈴 木 輝 文 君

〇職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 宮 越 裕 子 君

総 務 課 行 政 係 白 川 隼 君
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開議 午前１０時００分

◎開議の宣告

〇兵庫委員長 ただいまの出席委員数は１３人です。定足数に達していますの

で、これから本日の会議を開きます。

◎議案第３号の上程、説明、質疑

〇兵庫委員長 本日は、予算特別委員会に付託されました令和５年度中泊町一

般会計予算の審査を行います。

日程第１、議案第３号 令和５年度中泊町一般会計予算についてを

議題にします。

本案について担当課長に説明を求めます。

山中財政課長。

〇財政課長（山中哲哉君） 議案第３号 令和５年度中泊町一般会計予算案に

ついてご説明いたします。

初めに、令和５年度当初予算の編成過程についてご説明申し上げま

す。

本町の財政状況は、依然として自主財源及び経常的な一般財源が少

ないという財政構造が続いております。

総合福祉健康センター建設等の大規模事業により、今後の公債費は

増加、また物価高騰などの経済への不安もあり、非常に厳しい財政運

営が続くと予想しております。

令和５年度の予算編成に当たっては、将来も持続可能な財政運営を

念頭に、歳出の抑制を図るとともに、重要な課題は先送りせず、慎重

に選択し、有利な町債を活用しながら、重点的・効率的な配分に努め

たところでございます。

こうして編成を見た令和５年度中泊町一般会計予算案は、歳入歳出

予算の総額が歳入歳出それぞれ７２億４，０００万円となり、前年度

当初予算額に対して９億６,２００万円、率にして１１．７％の減と

なっております。

次に、歳入歳出予算の概要について、款項を追ってご説明申し上げ

ます。予算書と別冊の令和５年度一般会計予算に関する参考資料でご

説明いたしますので、よろしくお願いいたします。
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参考資料の２ページを御覧願います。歳入ですが、第１款町税で対

前年度比８．２％増の９億３,２０３万２，０００円、第２款地方譲

与税で０．２％増の６,９７２万５，０００円、第３款利子割交付金

で前年度同額の５０万円、第４款配当割交付金で前年度同額の１００

万円、第５款株式等譲渡所得割交付金で前年度同額の１５０万円、第

６款法人事業税交付金で前年度同額の６００万円、第７款地方消費税

交付金で３．０％増の２億３,７００万円、第８款環境性能割交付金

で前年度同額の４００万円、第９款地方特例交付金で６．７％減の１

４０万円、第１０款地方交付税で２．７％減の３５億８,０００万円、

第１１款交通安全対策特別交付金で６．０％減の６０万円、第１２款

分担金及び負担金で８５．１％減の１０万９，０００円、第１３款使

用料及び手数料で５．０％減の９,４３８万６，０００円、第１４款

国庫支出金で８．２％増の７億７,４８８万２，０００円、第１５款

県支出金で２．６％増の５億３,６８１万２，０００円、第１６款財

産収入で４．２％増の１,６３４万９，０００円、第１７款寄附金で

１．７％減の８,５５０万１，０００円、第１８款繰入金で４６．２

％減の６,９０６万円、第１９款繰越金で前年度と同額の７,０００万

円、第２０款諸収入で４．６％減の８,０１４万４，０００円、第２

１款町債で５８．１％減の６億７,９００万円を計上しております。

続きまして、歳出です。３ページを御覧願います。第１款議会費で

は１．５％減の７,７７３万７，０００円、第２款総務費では３８．

３％減の１２億２,９６０万５，０００円、第３款民生費では１．５

％減の１３億５,８９５万２，０００円、第４款衛生費では１５．５

％増の１１億３,４９３万９，０００円、第５款労働費では前年度と

同額の１５万７，０００円、第６款農林水産業費では９．８％減の６

億６,８２９万５，０００円、第７款商工費では７．２％減の１億８

０９万９，０００円、第８款土木費では４．６％減の３億６,１６０

万５，０００円、第９款消防費では１１．２％減の５億６,０９２万

６，０００円、第１０款教育費では２３．１％減の５億１,９２８万

９，０００円、第１１款災害復旧費では１５７．１％増の１万８，０

００円、第１２款公債費では０．４％減の１２億１,５３７万８，０

００円、第１３款予備費では前年度と同額の５００万円を計上してお

ります。
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次に、歳入歳出予算計上の主なものについて、歳出からご説明いた

します。恐れ入りますが、１６ページを御覧願います。右側の欄に予

算書のページを記載しておりますので、参考にしていただければと思

います。

第１款議会費は、総額７,７７３万７，０００円、前年度と比較し

ますと１１６万７，０００円の減となっております。

第２款総務費、第１項総務管理費、ナンバー２、総合福祉健康セン

ター建設事業で３億９,００７万９，０００円を計上しております。

ナンバー３、兼任集落支援員設置事業で、３０町内会の集落支援を

実施する経費１,２５８万３，０００円を計上しております。

第１項総務管理費の合計額は１０億３,６５５万円、前年度と比較

しますと７億８,３５７万２，０００円の減となっております。

第２項徴税費の合計額は１億１,８３９万１，０００円、前年度と

比較しますと２,４８５万５，０００円の増となっております。

第３項戸籍住民基本台帳費の合計額は５,８１３万９，０００円、

前年度と比較しますと１，２１３万９，０００円の増となっておりま

す。

１７ページを御覧願います。第４項選挙費、ナンバー１、青森県議

会議員一般選挙費として５０６万８，０００円、ナンバー２、青森県

知事選挙費として９０９万円を計上しております。

第４項選挙費の合計は１,４２７万４，０００円、前年度と比較し

ますと１,６９８万２，０００円の減となっております。

第５項統計調査費の合計額は１７０万１，０００円、前年度と比較

しますと１０８万１，０００円の増となっております。

第６項監査委員費の合計額は５５万円、前年度と比較しますと１，

０００円の減となっております。

第３款民生費、第１項社会福祉費、ナンバー２、権利擁護事業とし

て、権利擁護センター運営費４３３万７，０００円、ナンバー３、介

護保険特別会計繰出事業として３億１，７５４万３，０００円を計上

しております。

第１項社会福祉費の合計額は８億７,２５６万２，０００円、前年

度と比較しますと５２９万１，０００円の減となっております。

第２項児童福祉費、ナンバー３、子どものための教育・保育給付事
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業として３億５,５５７万２，０００円を計上しております。

第２項児童福祉費の合計額は４億８，６３９万円、前年度と比較し

ますと１,６０２万４，０００円の減となっております。

１８ページを御覧願います。第４款衛生費、第１項保健衛生費、ナ

ンバー２、後期高齢者医療特別会計繰出金として２億４５２万６，０

００円を計上しております。

ナンバー３、新型コロナウイルスワクチン接種・体制確保事業とし

て１億７，４１１万６，０００円を計上しております。

第１項保健衛生費の合計額は６億８,５３８万７，０００円、前年

度と比較しますと１億２,９９４万２，０００円の増となっておりま

す。

第２項清掃費、ナンバー１、西北五環境整備事務組合負担金事業と

して１億２,１３９万円を計上しております。

第２項清掃費の合計額は２億３,３２５万９，０００円、前年度と

比較しますと３,６１９万６，０００円の増となっております。

第３項母子保健費の合計額は１,６５３万３，０００円、前年度と

比較しますと２６万円の減となっております。

第４項病院費の合計額は１億８,１２７万４，０００円、前年度と

比較しますと７７８万３，０００円の減となっております。

第５項上水道整備費の合計額は１,８４８万６，０００円、前年度

と比較しますと５３９万６，０００円の減となっております。

第５款労働費、第１項労働諸費の合計額は、前年度と同額の１５万

７，０００円となっております。

１９ページを御覧願います。第６款農林水産業費、第１項農業委員

会費の合計額は２,８１１万３，０００円、前年度と比較しますと１

０５万１，０００円の減となっております。

第２項農業費、ナンバー２、稲わら有効利用促進事業として６８８

万５，０００円を計上しております。

ナンバー３、農産物等加工品等促進事業として２００万円を計上し

ております。

第２項農業費の合計額は１億３,４７９万６，０００円、前年度と

比較しますと１，６６９万９，０００円の増となっております。

第３項畜産業費の合計額は５４６万７，０００円、前年度と比較し
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ますと６万２，０００円の減となっております。

第４項農地費、ナンバー２、多面的機能支払事業として１億３,５

３９万７，０００円を計上しております。

ナンバー４、県営十三湖地区経営体育成基盤整備事業として９,０

９６万３，０００円を計上しております。

第４項農地費の合計額は３億８,００７万９，０００円、前年度と

比較しますと９,４７６万円の減となっております。

第５項林業費の合計額は３,６１０万４，０００円、前年度と比較

しますと１９３万２，０００円の増となっております。

２０ページを御覧願います。第６項水産業費、ナンバー２、漁業集

落排水事業特別会計繰出金として２,０３０万４，０００円を計上し

ております。

ナンバー３、地域おこし協力隊事業として５９０万２，０００円を

計上しております。

第６項水産業費の合計額は８,３７３万６，０００円、前年度と比

較しますと４５５万７，０００円の増となっております。

第７款商工費、第１項商工費、ナンバー３、地域おこし協力隊事業

では、観光資源の発掘など観光客の受入れ環境の整備などを目的に、

協力隊活動に要する経費２,２６６万２，０００円を計上しておりま

す。

第７款商工費、第１項商工費の合計額は１億８０９万９，０００円、

前年度と比較しますと８３７万円の減となっております。

第８款土木費、第１項土木管理費の合計額は４,４８９万７，００

０円、前年度と比較しますと６０万７，０００円の増となっておりま

す。

第２項道路橋梁費、ナンバー２、道路新設改良事業として、中里地

域６件３,５８０万円、小泊地域１件２１０万円など、合計で３,８４

９万８，０００円を計上しております。

ナンバー３、防雪対策費として、除排雪委託料７,０００万、防雪

柵張出収納３，１３９万４，０００円などで、１億１，６７９万３，

０００円を計上しております。

第２項道路橋梁費の合計額は２億３,８７６万８，０００円、前年

度と比較しますと１,７８５万９，０００円の減となっております。
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第３項河川費の合計額は２,１６０万円、前年度と比較しますと１

０８万６，０００円の増となっております。

２１ページを御覧願います。第４項都市計画費の合計額は１,６１

１万２，０００円、前年度と比較しますと３３４万円の増となってお

ります。

第５項住宅費、ナンバー２、既設公営住宅改善事業として６９８万

５，０００円を計上しております。

第５項住宅費の合計額は４,０２２万７，０００円、前年度と比較

しますと４７４万８，０００円の減となっております。

第６項土地開発基金費は省略させていただきます。

第９款消防費、第１項消防費、ナンバー２、五所川原消防事務組合

負担事業として、五所川原地区消防事務組合負担金４億９,２９３万

７，０００円を計上しております。

ナンバー３、消防団運営事業として、消防団員の報酬など２，０２

７万４，０００円を計上しております。

第９款消防費、第１項消防費の合計額は５億６,０９２万６，００

０円、前年度と比較しますと７,０９２万４，０００円の減となって

おります。

第１０款教育費、第１項教育総務費、ナンバー３、学校ＩＣＴ整備

事業として１,２２３万６，０００円を計上しております。

第１項教育総務費の合計額は１億１，２３６万円、前年度と比較し

ますと１億４，１１６万２，０００円の減となっております。

２２ページを御覧願います。第２項小学校費の合計額は７,２７０

万１，０００円、前年度と比較しますと８７２万３，０００円の減と

なっております。

第３項中学校費の合計額は５,０６７万５，０００円、前年度と比

較しますと１４万８，０００円の減となっております。

第４項小中一貫校費の合計額は１,７２０万４，０００円、前年度

と比較しますと１３４万２，０００円の増となっております。

第５項社会教育費、ナンバー２、静川園調査事業では、企業版ふる

さと納税等を財源として、宮越家の庭園復元調査費等４２０万１，０

００円を計上しております。

第５項社会教育費の合計額は１億３,３８３万９，０００円、前年
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度と比較しますと１，２０９万６，０００円の減となっております。

第６項保健体育費の合計額は１億３,２５１万円、前年度と比較し

ますと４９４万２，０００円の増となっております。

２３ページを御覧願います。第１１款災害復旧費、第１項農林水産

業施設災害復旧費及び第２項公共土木施設災害復旧費については省略

させていただきます。

第１２款公債費についてご説明いたします。ナンバー１、町債償還

元金として１１億７,７９６万１，０００円、ナンバー２、町債償還

利子として３,６５６万７，０００円、ナンバー３、一時借入金利子

として８５万円、合わせて１２億１,５３７万８，０００円を計上し

ております。前年度と比較しますと４３５万円の減となっております。

第１３款予備費については、前年度と同額の５００万円を計上して

おります。

以上で歳出の主なものについてのご説明を終わります。

続きまして、歳入の主なものについてご説明いたします。

歳入につきましては、予算書にてご説明申し上げますので、恐れ入

りますが、予算書の１１ページを御覧願います。２、歳入。第１款町

税、第１項町民税で９０９万３，０００円減の３億３５５万３，００

０円、第２項固定資産税で７,９９２万２，０００円増の４億９,８５

０万４，０００円、１２ページを御覧願います。第３項軽自動車税で

６万８，０００円減の４,１９５万５，０００円、第４項たばこ税で

３４万３，０００円減の８,８０２万円を計上しております。

第２款地方譲与税、第１項地方揮発油譲与税で前年度と同額の１,５

００万円、第２項自動車重量譲与税で１３万９，０００円増の４,５

１３万９，０００円、第３項森林環境譲与税で１，０００円減の９５

８万６，０００円を計上しております。

１３ページを御覧願います。第３款利子割交付金から第９款地方特

例交付金までは、前年度の決算見込み及び国の地方財政計画を参考に

計上しております。

１４ページを御覧願います。第１０款地方交付税は１億円減の３５

億８,０００万円を計上しております。普通交付税で１億円減の３２

億４,０００万円、特別交付税で前年度同額の３億４,０００万円を計

上しております。
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第１１款交通安全対策特別交付金は３万８，０００円減の６０万円

を計上しております。

第１２款分担金及び負担金は６２万１，０００円減の１０万９，０

００円を計上しております。

第１３款使用料及び手数料、第１項使用料では、１５ページを御覧

願います。３８７万円減の８,８７４万３，０００円を計上しており

ます。

１６ページを御覧願います。第２項手数料では、１７ページを御覧

願います。１０４万５，０００円減の５６４万３，０００円を計上し

ております。

第１４款国庫支出金、第１項国庫負担金では８,４９３万８，００

０円増の５億７,０９６万５，０００円、１８ページを御覧願います。

第２項国庫補助金では、１９ページを御覧願います。２，６７９万７，

０００円減の１億８，１４８万９，０００円を計上しております。

第３項国庫委託金では７３万６，０００円増の２,２４２万８，０

００円を計上しております。

第１５款県支出金、第１項県負担金では、２０ページを御覧願いま

す。６２４万３，０００円増の２億９,７５７万６，０００円を計上

しております。

第２項県補助金では、２２ページを御覧願います。５０３万６，０

００円増の２億３３４万３，０００円を計上しております。

第３項県委託金では２４２万５，０００円増の３,５８９万３，０

００円を計上しております。

２３ページを御覧願います。第１６款財産収入、第１項財産運用収

入では、６５万７，０００円増の１,６３４万７，０００円を、第２

項財産売払収入で、前年度と同額の２，０００円を計上しております。

２４ページを御覧願います。第１７款寄附金は１４４万３，０００

円減の８,５５０万１，０００円を計上しております。

第１８款繰入金は５,９３４万円減の６,９０６万円を計上しており

ます。

第１９款繰越金から、２５ページを御覧願います。第２０款諸収入、

第４項受託事業収入までは説明を省略させていただきます。

第２０款諸収入、第５項雑入で、２７ページを御覧願います。２７
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８万４，０００円減の７,７６２万１，０００円を計上しております。

第２１款町債についてご説明いたします。第１目総務債から、２８

ページを御覧願います。第６目教育債まで合計で９億４，２５０万円

減の６億７,９００万円を計上しております。

なお、各地方債の起債区分や事業費等の詳細については、予算に関

する参考資料１３ページの「地方債充当事業一覧」をご参照くだされ

ばと思います。

これで歳入の説明を終わります。

予算書の７ページにお戻り願います。第２表、債務負担行為につい

てご説明いたします。給食センター厨芥処理システムリース料を含む

４事業において、期間及び限度額を定め、計上しております。

８ページを御覧願います。第３表、地方債についてご説明いたしま

す。地方債では、臨時財政対策債から道路ストック改善事業まで、利

率年４．０％以内とし、限度額合計６億７,９００万円と定め、計上

しております。

恐れ入りますが、最後に再び令和５年度一般会計予算に関する参考

資料の１０ページを御覧願います。平成２６年度以降に引き上げられ

た消費税分については、社会保障経費に充てることとなっております。

当町では１億３,０００万円を見込んでおりますが、その充当額を表

にまとめたものでございますので、参考にしていただければと思いま

す。

１１ページを御覧願います。令和５年度当初予算案では、起債の発

行額を６億７,９００万円と見込んでおり、償還額については、令和

５年度の借入見込額を含めた推移を起債区分別に令和１２年度まで表

にまとめたものでございます。これも参考にしていただければと思い

ます。

以上、議案第３号 令和５年度中泊町一般会計予算案についてのご

説明といたします。

〇兵庫委員長 お諮りします。

本案に対する質疑は歳入と歳出を分けて行いたいと思います。ご異

議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇兵庫委員長 異議なしと認めます。
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したがって、質疑は歳入と歳出を分けて行うことに決定しました。

なお、ご質問の際は予算書のページを示して簡潔にお願いいたしま

す。

議案第３号の歳入に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

１３番委員。

〇川山委員 歳入の２５ページ、収入の中の教育費の給食費３，３００万か、

盛られていましたよね。昨年だか、コロナの対策か何かでちょっとだ

け無料にしたときあったのでなかったですか、町長。２年ですか。去

年もでしたか、あったと思いますけれども、今この給食費、今日も新

聞見てきたところで、町長見ていると思うが、蓬田は無料にしていま

すね。この前、何日か前に平内も無料にしてしまったし、五所川原も

今の予算で無料にするって、青森もその予定だし、今みんな物価高で

かなり苦しい思いをしているところに、子育ての人たちって大変だよ

な。だから、できるものであれば、給食費何とか１年でもいいので、

サービスできないかと思って。多分私たちのほうに給料の値上げが波

及してくるまでといえば、二、三年かかると思うのです。東京の大手

の大きい企業だと、かなり今回給料値上げするようですけれども、田

舎まで給料値上げ、高くなるとすると、まだまだ二、三年ぐらいかか

ると思うので、できれば町長、どうですか。給食費、何とか子育て世

帯のために、どうですか。ちょっと聞きます。

〇兵庫委員長 鈴木教育長。

〇教育長（鈴木信也君） 川山委員の質問にお答えします。

給食費のことですけれども、たしか令和２年６月から令和３年３月

まで、当町ではコロナの交付金ですか、それで無償化にした経緯があ

るところだと思います。今年度も物価高騰で３月末で約１００万円前

後上がる予定です。それにつきましては、町長とも相談いたしまして、

町のほうでその値上がり分は補填するというふうになっているところ

でございます。また、給食費を困窮世帯、そういうところには援助し

ております。援助の割合は、全体の２３％、年間で６５０万円ほど、

それを援助しているのが現状でございます。無償化については、教育

委員会といたしましても、定例会等でお話ししているわけではないの

ですけれども、全国的な傾向を踏まえて、私ども調べました。全国で

は、約１４％の自治体が無償化に向けてやっていると。青森県は、ち
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ょっと高くて、全体の３５％ぐらいが無償化を目指していると。ただ、

これがコロナの交付金とか、そういうもので町単費でずっと恒久的に

続けていくかというと疑問なところもある自治体もあります。我が町

で計算したところ、年間約３，０００万円ほどのお金が毎年必要にな

ると。それに物価高も考慮しますと、もう少しかかるのではないかと。

現時点で、町の財源については私もまだ勉強途中でございますが、自

主財源に乏しい、安定的な財源が見込めない。そういうところで、現

時点で給食費の無償化、それについては厳しいのではないかと。ただ、

先ほど申したように、物価分とか困窮世帯については、引き続き支援

をしていくというふうに考えております。

以上でございます。

〇兵庫委員長 １３番委員。

〇川山委員 お話は分かるのです。財政云々の話になれば、これなかなか我々

お金出すわけでないので、分かるのだけれども、財政といっても使い

方ですよね。例えばこの前の説明会で、あちこちに看板立てるって１，

０００万も１，２００万も、ああいうものは１年、２年遅くなっても、

今現状で看板あるわけですから。今苦しい時期なのです。あと２年ぐ

らいすれば、必然的に我々田舎のほうも給料上がってくるし、必要か、

必要でないものかを精査して、何とかここ一、二年、それから今町長

も分かっているように、現状では五所川原のほうにどんどんうちのほ

うの若い人たち家を建てていますよ。みんな将来のことを考えていま

す。学校が近いとか高校が近いとか、それに輪をかけてと言えばなん

ですけれども、うちのほうで、隣の五所川原でも無料化なのに、うち

のほうで出せないということになれば、ますます若い人が逃げていく

ような気がします。一年でも早く、そういうほうに向けたほうがいい

のではないかなと思いますけれども、本当に今１人でも大変なのでし

ょうけれども、２人以上子供ある人は本当に大変ですよ。給食費重な

って大変な思いしているところですから、どうかひとつ予算で出して

きた、ほぼ決まって出してきた予算でしょうけれども、どうです。ち

ょっと考え直すか何かできませんか。町長。

〇兵庫委員長 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 給食費の部分については、以前から様々なご議論があ

って、県議会でも議論されておりますし、国会でも議論されている部
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分だと承知しております。国会のほうでの議論を見ますと、文部科学

省も、これは地方自治体の問題であると。地方自治体で余裕があるの

であればやればいいのでないかと。基本的には、学校給食法の中で、

食材費については保護者が負担するというふうなルールになっている

ので、文科省とすればそういう答えになるのだと思います。やるとす

れば、県のほうも国がやるべきだと。県では考えていないと言ってい

ます。それぞれの自治体がそれぞれの財政状況の中でやっているとこ

ろもあれば、やっていないところもある。青森の市長が知事選に出る

というふうに言っているわけですが、市でやってよかったことは県に

行ってもやると言っていますので、県のほうがやると言えば考えても

いいのかなと思いますけれども、町の現状とすれば、なかなか財源が

確保できないということであります。

先ほど看板のお話がありましたが、看板も町の単費でやっているわ

けでないのです。県が災害のための特別な交付金で事業を認めてくれ

たので、やれると。給食費、では出してくださいと言えば、多分県は

出してくれないので、そこは財源確保できないのでということで、今

給食費を無償化するということはちょっと無理かなと思っておりま

す。私自身の考え方からすれば、幾ら切なくても子供の御飯、給食費

くらいは親が出すべきだというふうに思っております。そういうこと

によって、学校の給食にどういうものが出ているのか、子供たちが何

を食べているのかの関心も持ってくれるのではないかなと思います。

給食費まで町が全部出すようになれば、そこにすら関心を持たなくな

るのではないかなという心配もしているところであります。

以上であります。

〇兵庫委員長 １３番委員。

〇川山委員 町長と私の考え方は違うので、これはしようがないと思いますけ

れども、であれば、世間の人たちがこういう話をしていました。風力

をいっぱい建てたりして、結構お金もらっているのでないかと。その

税金など入っているやつ、何に使っているものだか、はっきり言われ

ないものかと。全体的な流れでみんなに入っていると思うので、それ

は、私が一人一人に説明するわけにはいかないとは言っているけれど

も、これらもやっぱり風力発電いっぱい建てて、こういういいメリッ

トがあるのだと。その使い道をはっきり分けたほうがいいのではない
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かと。私は今の子育てのためにとか、あとはお年寄りのためにとか、

そういう使い方をはっきりしていけば、まだまだ通りがいいのではな

いかと思います。あと答弁は要りませんけれども、やられないのであ

ればしようがないです。分かりました。

〇兵庫委員長 ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、歳入に対する質疑を終わります。

議案第３号の歳出に対する質疑を行います。

お諮りします。歳出に対する質疑は各款ごとに行いたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇兵庫委員長 異議なしと認めます。

したがって、歳出に対する質疑は各款ごとに行うことに決定しまし

た。

第１款議会費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、第１款議会費に対する質疑を終わり

ます。

第２款総務費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

６番委員。

〇荒関委員 ４４ページ、緊急対策費で高等学校の通学費の助成金、緊急対策

費ということになれば、単年度予算で、これからもずっと継続ではな

くて、単年度予算なのですか。まず、そこをお願いします。

〇兵庫委員長 三上総合戦略課長。

〇総合戦略課長（三上晃瑠君） ただいまの荒関委員のご質問にお答えします。

緊急対策費に計上している訳は、令和５年度国の新型コロナウイル

ス感染症の臨時交付金を活用していることから、緊急対策費に計上と

なったものです。

以上です。

〇兵庫委員長 ６番委員。

〇荒関委員 先ほどの歳入の給食費との絡みもあるのですけれども、こういう

ふうに国のほうから予算が流れてきたときは子育て支援のほうに回す

と。町単独ではなかなか大変だから、恒久的な予算は持てないという
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ことですか。

〇兵庫委員長 三上総合戦略課長。

〇総合戦略課長（三上晃瑠君） 恒久的な予算を持てないというより、令和４

年度において、新型コロナウイルス感染症の臨時交付金を活用して実

施したところ、８００万を超える実績の見込みであること。引き続き

国のほうでは物価高騰対策生活支援ということで活用できるという回

答がございましたので、令和５年度にその金額を繰り越して、令和５

年度でも実施したいということでございます。

以上です。

〇兵庫委員長 ６番委員。

〇荒関委員 だから、コロナ対策で前にも給食費の無償化も、コロナの対策費

で単年度やったと思うのです。今度は高校、この緊急度が何によって

緊急対策費なのか分かりませんけれども、こういう形で盛られている

ということは、そのコロナの交付金がこなくなれば、この事業はやら

ないというふうに解釈してよろしいのですか。今年度はこうやって予

算ついていますから、このことについては賛成でありますけれども、

これをずっと継続していく気があるのか。コロナの交付金がきて、そ

れに使ってもいいということであるから、こういうふうに高校生の通

学の助成金に使っていると。そこいら辺ずっと継続してやっていく気

があるのかどうかだけでもお知らせ願えればと思いますけれども。

〇兵庫委員長 濱舘町長。

〇町長（濱舘豊光君） 給食費は、先ほどお話ししたとおりで、緊急的な経済

対策として財源もあったので、一時的に給食費をその財源に使って無

償化したわけでありますが、この高等学校の通学費につきましては、

また別な考え方なのです。中里高校がなくなったと。我が町の子供た

ちがどうしても町外の高校に通わなければいけない。そして、通学費

の部分が必然的に親御さんたちの負担になる。だから、財源を見つけ

て実施することにしたわけでありますので、これはコロナの金がなく

なっても続けたいというふうに思っております。まだ課題としては、

今、小泊地区の親御さんたちが五所川原、木造に通わせるために自分

たちがバスを仕立てて送っているという部分もあるので、その部分も

含めながら、今後どうすれば町の子供たちが高等教育を受けるときに

負担なくできるのか、そこを考えながら進めていきたいなと。決して
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今年でやめるということではないということはお話をしておきたいと

思います。

〇兵庫委員長 １３番委員。

〇川山委員 今の荒関委員の話に関連するのですけれども、町長も続けるよう

な話で、私も今高校に通う生徒のＰＴＡの方から話がありまして、課

長にもそれなりに話ししたのですけれども、まず１つは弘南バスさん、

やめるのであればやめるように、もう少し町のほうに話を先にすると。

路線なくするのに、逆に民間の親が行って、役場に行って聞いてくだ

さいと言われた、こんなばかな話あるわけがないので、小泊から今ま

で学校の子供たちも乗せているバスはなくするのだと。役場に電話し

たら、弘南バスのほうでは運転手を頼めないとか、いろいろ事情あっ

て、それは無理だと。今まではサービスみたいにしてやってきたのだ

と。そういう答弁であったらしいのだけれども、それはそれで仕方が

ない。会社だからで仕方がないのだけれども、一応地域のまず広域の

足として、町でもどこでもみんなお金出してやっているわけですよね。

そうなら、なくなるバスであれば、先に町のほうに連絡すると。それ

で調整取るのがまずは筋だと思っています。いろいろ話を聞いたら、

五農に入る生徒が、今、小泊から１０人超えるらしいのですよね。話

の中で、私、いや、中里の駅から汽車で行けばいいのではと言ったら、

中里の駅から汽車で行けば、３か月で７万円だそうです。３か月で７

万円と言ったか、そこちょっと不明だけれども、何か汽車で行けばか

なり多くかかるらしいのです。バスで行けば、話は便宜を図ってくれ

るような話しして、五所川原まで行って、それから汽車に乗って五農

に来ているらしいのですよね。いやいや、それよりはいいのではない

かと言ったら、もう少し汽車のほう安くなれば、私たち自分たちで１

０人ぐらいなら車を立てても行けるのだが、中里までならなと、こう

いう話で、津鉄安くするわけにもいかないけれど、何か割引とかなん

とかってお願いしに行ってはどうかと言ったのですけれども、それで

あといろいろこれから中里高校なくなったことによって、かなり不便

感じているところがあります。つがる市の人で、子供５人ある親が、

わざわざ小泊のほうに帰ってきて生活したりして、将来の高校に行く

足を心配していましたので、荒関委員の質問でお話ししておきます。

〇兵庫委員長 濱舘町長。
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〇町長（濱舘豊光君） 答弁を求められていないのですが、若干補足をさせて

いただければ。

今、小泊から、先ほど私も話しした五所川原、木造方面に通うため

に走らせているバスでございますが、これはいわゆる定期路線バスで

ないのです。要するに契約によって走らせている。契約によって走ら

せることができるのは、路線の免許を持っている弘南バスという仕組

みの中で、親御さんたちが経費負担して走らせているので、町にやめ

たいのだけれどもという連絡をする義務は弘南バス的にはないという

ことをまず申し上げておきたいと思います。

そして、そのバスが今、弘南バスさんの都合でなくなったときに、

では小泊の子たちどうするのだとなったときに、今、委員おっしゃっ

たとおり、中里まで来て、中里から津軽鉄道となるのですけれども、

その場合にコストが高くなると、費用負担が高くなるといったときに、

ではどうするということを、町が例えば中里交通さんとか中里観光さ

んとかに話をして委託して路線として走らせることができるのであれ

ば、そのほうが安いのであれば、そういうことも考えなければいけな

いし、ただそれをやると、恐らく五所川原、小泊線という弘南バスが

廃止するのでないかなという心配もあるわけです。とあわせて、津軽

鉄道が潰れてなくなるという心配もあるわけです。それらのことを全

部うまくやるのにどうすればいいかということで、今、地域交通どう

あるべきかというのをやっていまして、その中で高校生たちの通学の

足もどうするのかというふうに考えたいなと思っております。ちょっ

と時間かかるかもしれないですけれども、津軽鉄道がそこまでもつの

かどうかもちょっと心配なところあるのですけれども、いずれにして

も、もっと全体的なことを考えながら、交通どうあるべきかというこ

とを考えたいなと思っております。

〇兵庫委員長 ６番委員。

〇荒関委員 ３８ページなのですけれども、工事請負費で総合福祉健康センタ

ーの外構と本体工事の、これが予定した最終予算ですよね。まず、お

願いします。

〇兵庫委員長 三上総合戦略課長。

〇総合戦略課長（三上晃瑠君） ただいまの荒関委員のご質問にお答えいたし

ます。
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この３８ページに計上してございます工事請負費につきましては、

当初令和３年度、４年度、５年度、３か年で進めてきておりました事

業の最終年度の予算ということで計上させていただいております。

以上です。

〇兵庫委員長 ６番委員。

〇荒関委員 工事が当初予定より大分遅れたと言えば、言葉に語弊があればあ

れなのですけれども、当初予定よりも遅れているという状況であれば、

今後工事状況、６月にも議会ございますし、９月にも議会があります

ので、その進捗状況と予算の執行率とかを議会のほうにお知らせ願え

ればというお願いです。よろしいですか。

〇兵庫委員長 三上総合戦略課長。

〇総合戦略課長（三上晃瑠君） 荒関委員の、今後速やかに議会のほうに工事

の延長等につきまして判明した時点でということで、承知いたしまし

た。今回説明に当たりましては、工期、いつまで延びるの見込みがち

ょっとつかめなかった点がございましたので、このような形で前回説

明させていただきましたが、今後は分かり次第、また速やかに説明す

るように努めます。

以上です。

〇兵庫委員長 ２番委員。

〇田中委員 ３７ページの企画費の１２節委託料の中で、大学共同研究費とし

て４８万３，０００円が計上されているわけなのですけれども、これ

は冬場のホワイトアウトの対策費として研究費用として認識しており

ますけれども、令和４年の第４回定例会で荒関議員が質問した経緯が

あったのですけれども、冬場の視界不良による事故防止措置として、

吹雪による風を動力として発電をしながら、ＬＥＤライトで照らして

路側帯を認識できるための装置を今まさに実証中だと。今現在も研究

段階であると思うのですけれども、今後の課題とか、いつ頃の実用化

を目指しているのかお答えください。

〇兵庫委員長 三上総合戦略課長。

〇総合戦略課長（三上晃瑠君） ただいまの田中委員のご質問にお答えします。

弘前大学と令和３年度から中泊町とで共同研究を進めております。

委員おっしゃるとおり、ホワイトアウト対策ということで、学術的な

専門の検討、検証が必要ということで、弘前大学と共同研究という形
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で、令和３年度から風況調査、超音波での測定とか、画像でのいろい

ろ調査を行って、令和３年度は弘前大学のほうで予算を盛って、令和

４年度は町のほうで約４８万円、令和５年度も４８万円計上させてい

ただいております。令和５年度につきましては、改めて現地の風の状

況とか、現地で現場に風車を設置して、その風車からＬＥＤライト点

滅の発電のシステム開発が主なテーマとなっております。それとはま

た別に、豊島の入り口の地区とピュアの交差点のところ、そして中里

中学校に曲がるこめ米ロード沿いにアビスジャパン中泊支店と町のほ

うとで連携協定を結んでおりまして、そこの３か所に飛行機の形の小

さい風車とＬＥＤライトがついている視線誘導灯が１か所１基ずつで

合計３基設置してあります。令和４年度は、それは全てアビスジャパ

ン中泊支店のほうの費用にて設置したものです。防雪柵を建て上げる

前までは、風車が回ってＬＥＤライトが光っておったのですが、建て

上げた途端、防雪柵の影響により、発電するまで風車が回れなくなっ

たということで、そこはアビスジャパンのほうと話ししまして、令和

５年度は風車を約１．５メートル上に上げて、もう一度ふぶいたとき

にどのぐらいのＬＥＤのライトの点滅で運転手が確認できるのかの調

査をしたいと考えておりますので、令和５年度の状況を検証しながら、

今後令和６年度以降の見通し等を検討してまいりたいと考えておりま

す。

以上です。

〇兵庫委員長 ２番委員。

〇田中委員 風車の設置する高さですとか、そういう課題とか、そういうもの

を徐々に、徐々に見えてくれば、今後早いうちに実用化すると思うの

ですけれども、我々中泊町で暮らす人間は、確実に冬場は吹雪を経験

しなくてはならないし、怖い思いもしているのも事実でございますの

で、ぜひスピード感を持って対応していただきたいと思っております。

よろしくお願いします。

〇兵庫委員長 ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、第２款総務費に対する質疑を終わり

ます。

第３款民生費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
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（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、第３款民生費に対する質疑を終わり

ます。

第４款衛生費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

５番委員。

〇塚本委員 ６７ページ、母子保健費の１８節のハイリスク妊産婦アクセス支

援、そして一般不妊治療医療費などとありますが、現在支援とか希望

者はどれくらいでしょうか。ありますか。お願いいたします。

〇兵庫委員長 三上町民課長。

〇町民課長（三上康栄君） ただいまの質問にお答えします。

ハイリスク妊産婦アクセス支援事業、これには１人当たり１０万円

で２人の予算をつけております。一般不妊治療、特定不妊治療、これ

らにも１０万円で、３名ずつの予算をつけております。令和４年度の

実績としては、不妊治療の方１名が実績としてあります。

以上です。

〇兵庫委員長 ５番委員。

〇塚本委員 これは、非常に少子化対策として大切な案だと思いますので、デ

リケートなことなので、うまく宣伝して、できるだけこういうものを

利用していただいてほしいと思いますので、ぜひそこら辺を速やかに

宣伝のほうよろしくお願いして、増えるよう希望しておりますので、

よろしくお願いいたします。

以上です。

〇兵庫委員長 ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、第４款衛生費に対する質疑を終わり

ます。

第５款労働費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、第５款労働費に対する質疑を終わり

ます。

第６款農林水産業費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

５番委員。

〇塚本委員 １２節の委託料、地域おこし協力隊設置業務とありますが、説明
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会のときは４名をという予定してありましたが、今のところ１人を面

接したと聞いておりますが、その方は４月に向けて採用できそうなの

でしょうか。ちょっとお聞きしたいと思います。

以上です。

〇兵庫委員長 越野水産商工観光課長。

〇水産商工観光課長（越野進一君） 議員説明会において、先日観光分野で４

名、４月から４名体制でいきたいということで、現在募集２名してい

ますというお話をさせていただきました。それで、１名の方が面接し

て、実は採用決定になっております。通知しておりますが、４月から

その１名だけ配属になりまして、３名体制で協会のほうに籍を置いて

活動していくと。あと１名につきましては、観光の面では再募集を考

えております。ですので、できれば４名の体制で協会で観光振興に活

躍していただきたいということで今考えております。

また、農林水産業、水産分野においては、１名、これは別な形で、

昨年水産連携協定が漁協さんと町と日本風力開発さんと一緒にやらせ

ていただきました。それで、９月に中泊おさかなプロダクツ協議会、

こちらが設立されております。この中で婦人部さんを結びつけながら

商品開発を行っていく、漁協振興にサポートしていただく単位として、

今この１名、５９０万の予算を計上しているところであります。まだ

決まっていませんので、これから再募集をかけて設置していきたいと

考えております。よろしくお願いします。

〇兵庫委員長 ５番委員。

〇塚本委員 この採用の見込みの方は、県外でしょうか、それとも青森県内の

方でしょうか。４月採用予定の方は。

〇兵庫委員長 越野水産商工観光課長。

〇水産商工観光課長（越野進一君） お名前はちょっと控えさせていただきま

すけれども、弘前市出身で、ＣｌａｎＰＥＯＮＹ津軽において、今弘

前市の会計年度任用職員として活躍されてきた方です。実は、津軽鉄

道アテンダントのリーダーをされていた方と言えば皆さんご存じかと

思いますので、ここまでで止めておきます。よろしくお願いいたしま

す。

〇兵庫委員長 ５番委員。

〇塚本委員 もちろん県内の方もとてもいいのですけれども、より以上にとい
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うと、県外からの方であれば、むしろこの中泊、田舎のこことかとい

うような、とても興味を示すと思うのです。ですので、ぜひ募集して、

今県外からは募集はなかなか無理でしょうけれども、大いに宣伝して

ＰＲして、募集をかけていただきたいと。ぜひこれからもよろしくお

願いしたいと思います。

以上でございます。

〇兵庫委員長 越野水産商工観光課長。

〇水産商工観光課長（越野進一君） 現在様々なところに募集を掲示できるよ

うに、インターネット、ホームページ、様々ありますので、そちらを

検討しております。今まで町が負担金を出している、県、自治体で利

用しているところに出しておりましたが、やはり埋もれてしまって、

ちょっとうちのほうの周知が見えないというところもありましたの

で、今後そういった形で検討してまいりたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

〇兵庫委員長 ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、第６款農林水産業費に対する質疑を

終わります。

第７款商工費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

６番委員。

〇荒関委員 ページ数は８２ページから８５ページの間になるのですけれど

も、８４ページの観光費です。地域おこし協力隊設置業務と観光ビジ

ョン推進事業というのがあるのですけれども、この観光ビジョン推進

事業とはどういう事業なのか、まず事業内容をお知らせ願えればと思

います。

〇兵庫委員長 越野水産商工観光課長。

〇水産商工観光課長（越野進一君） 地域おこし協力隊とも関連があるのです

けれども、これは中泊町文化観光交流協会、こちらが設立された時点

で、観光分野を少しずつ、協会がまず会員を集めて、観光振興に力を

入れていくという体制づくりに、町から協会へ事業を移しながら始め

たものになります。令和２年３月に観光ビジョンを策定し、議員皆様

方にも説明しておりますけれども、その推進における中で、宮越家公

開管理業務、こちらが５００万ほどウエイトを占めております。それ
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から、もちろん観光ビジョン推進の会議、それに当たる人件費とか、

そういったもろもろ、駅ナカの大集合市ですとか、そういったイベン

トも、ため池ウオークとか、そういったものがもろもろ入りまして１，

０００万ということになっております。

〇兵庫委員長 ６番委員。

〇荒関委員 今ため池ウオークも入っているということであれば、今まで続け

てきたホタルまつり、あれはどのようになっているのかお伺いいたし

ます。

〇兵庫委員長 越野水産商工観光課長。

〇水産商工観光課長（越野進一君） そちらにつきましては、その当時は砂防

ダムの関係で、環境整備課でやられていた観光というよりも、そちら

でやっていたのですけれども、今後そういった会員の皆様と検討しな

がら、そういった声があればやっていく方向もあるのかもしれません。

また、新たなイベントとしてそういった活用も検討していくことにな

っておりますので、今後この観光ビジョン推進の中で有効だという判

断があれば、またホタルまつり復活ということもあり得ると思います

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

〇兵庫委員長 ６番委員。

〇荒関委員 ホタルまつり復活、コロナで形態は変わったのですけれども、歩

きながらあそこまで行こうかという案があった中で、１度取りやめに

なりましたら、ずっと取りやめの状態でありますので、もし企画など

でまた取り上げていただける機会がありましたら、何とかホタルまつ

りも、中里の森林に触れ合うという面もございますので、復活してい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇兵庫委員長 越野水産商工観光課長。

〇水産商工観光課長（越野進一君） 荒関委員おっしゃるとおり、今後協会含

めて、当課でもそういったことで検討してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

〇兵庫委員長 ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、第７款商工費に対する質疑を終わり

ます。

第８款土木費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
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６番委員。

〇荒関委員 ８８ページなのですけれども、ここに負担金、急傾斜地の崩壊対

策事業費６００万ほど盛られているのですけれども、この事業内容を

まずお聞きいたします。

〇兵庫委員長 藤本環境整備課長。

〇環境整備課長（藤本雅久君） 荒関委員の急傾斜地崩壊対策事業について説

明いたします。

今回の負担金に計上しているところは、８月の豪雨でのり面が崩壊

した下高根地区であり、事業主体は青森県ですが、当該事業は地方財

政法第２７条１項の規定により、市町村の負担を伴うもので計上して

おります。５年度の事業内容としては、工事費、測量試験費、用地補

償費、土地使用料を予定しており、工事の詳細等はこれから測量等が

入りましたら決まりますので、詳細な工事内容まではこちらのほうで

ちょっと把握していませんでした。

以上です。

〇兵庫委員長 ６番委員。

〇荒関委員 詳細分からないんじゃ予算盛られないのではと思うのですけれど

も、下高根地区ということでありますけれども、下高根、崩落した箇

所、２か所ほど大きくいった箇所があるというふうに私は認識してお

るのですけれども、これの下高根の地区全体がこの事業に入っている

と。

あと、災害で崩落した箇所まだまだあるのですけれども、そういう

ものはこれからどういう形で予算組んでいくのか。今年は、今当初予

算では、これは災害対策費でない部分あるので、災害対策費でまたど

っとやるというふうな形になるのか、そこら辺お聞きしておきます。

〇兵庫委員長 藤本環境整備課長。

〇環境整備課長（藤本雅久君） 荒関委員の質問にお答えいたします。

５年度に実施する災害事業については、土木費も農林も今年度に予

算を盛って、それで５年度へ繰越ししての事業になりますので、５年

度の中では予算計上は１，０００円となっておりますが、発注時期に

関しては、各課でちょっといろいろ変わりますので、なるべく早く発

注して工事の完成に努めたいと思っております。

以上です。
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〇兵庫委員長 古川農政課長。

〇農政課長（古川幹人君） 私のほうから、農地と林道についてご説明いたし

ます。

まず、農地農業用施設については、現在春作業に向けて発注終わり

まして、現在２地区においてもう工事に着手しているという状況でご

ざいます。

林道については、現在まだ雪が残っている状態ということで、急を

要することでないという考えから、４月以降の発注に向けて作業を進

めているところでございます。

以上です。

〇兵庫委員長 ４番委員。

〇秋元委員 災害復旧でちょっと質問しようと思ったのですけれども、今出ま

したので、下高根の急傾斜地のことですけれども、先般農業災害とか

全部入札して契約者も決まったようですけれども、ここは県の担当と

いうことで、全然まだ手がかりというか、手がつけられていない状態

だと思っていました。今後町では被災者に対してどのような対応をし

ていただけるのか、ちょっと確認したいのですけれども、よろしくお

願いします。

下高根の国道沿いの１軒住宅が危ないということで、現在町営住宅

のほうにお世話になっていますけれども、その人たちに対して指導と

か今後の情報とかはどういうふうになっているのか。分かる範囲で結

構ですけれども、よろしくお願いします。

〇兵庫委員長 藤本環境整備課長。

〇環境整備課長（藤本雅久君） 秋元委員の質問にお答えいたします。

今町営住宅に入居している方は、家賃のほうは減免措置を取ってお

ります。そちらの方が一応期限が１年という期限がついておりますけ

れども、そこのところはまた延長という形で申請すれば、そちらのほ

うをまた家賃のほうは減免していく計画でおります。

以上です。

〇兵庫委員長 ４番委員。

〇秋元委員 申請があればということですけれども、被災者は分からないと思

います。町のほうでぜひ指導して、なるべく早く工事して、安全なと

ころにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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〇兵庫委員長 藤本環境整備課長。

〇環境整備課長（藤本雅久君） 今借り上げしている期限がくる前に、こちら

のほうで話をして、それで早めの手続を取るようにお願いしてまいり

ます。

以上です。

〇兵庫委員長 １１番委員。

〇沖崎委員 私から、ページ数も分からないけれど、解体工事なので、土木の

ところで質問します。２５０万予算ついた、決まると思うのですけれ

ども、運動公園の野球のネット、専門用語分からないのだけれども、

２５０万の大体分かる、取り壊すということらしいのだけれども、私

も見に行ってきて、あれっと思うわけなのですけれども、どうにもな

らない。財政のほうもなかなか厳しいものもあると。ただ、何年か前

は大学の大会というか、試合までやって、ああ、いいなと、中里はな

と思っておりました。ただ、今回はどうにもならないし、今、春に撤

去してしまうと。ただ、そこで撤去すれば、あとはあそこで大会とい

うか、試合はできないものかと心配しております。答弁お願いします。

〇兵庫委員長 長利教育課長。

〇教育課長（長利香代子君） ただいまの沖崎委員のご質問にお答えいたしま

す。

近年は、老朽化によって劣化が激しかったので、あのバックスクリ

ーンに関しては令和２年度にボード部分を撤去して、スコアボードに

ついても立入禁止にして、１塁ベースのベンチ横に設置した簡易得点

板で対処しているところでしたが、今、委員おっしゃるとおり、本当

に大変危険な状態になりましたので、今回全部撤去という判断をさせ

ていただきました。得点板と同じく、手動のＢＳＯカウンターで今後

対応することになっています。なので、以前にも申し上げましたが、

ここ数年利用状況を見ますと、町外の社会人チームの練習場として使

われていることが多くなっていますので、町民の皆さんがスポーツを

楽しめるような段階までの維持管理に努めてまいりたいと思っていま

すので、ご理解ください。

〇兵庫委員長 １２番委員。

〇野上委員 これは、河川復旧ですけれども、先ほど農政課長からも農業災害、

これは８月の大雨の関連になるのですけれども、その際の農業災害の
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関連、適当というよりも、適切な中身で対応してくれて、それが今現

在発注もある程度決まって、春の取水、いわゆる耕作に向けるような

形で進んでいるということで、それは評価していますし、それともう

一つは、薄市地区もあれだけの災害が起きて、町としても最大限のい

わゆる援助をしたということで、地域の方々も大変助かったと、これ

は喜ばしい意見も出ているわけです。

そこで、今いわゆる災害復旧は確かにやっているわけです。当然河

川のほうも、土木被災として、これは県発注という中身、町発注も出

てきますし、それはそうですけれども、ただ果たして今のいわゆる災

害に対する復旧、これは原状復旧ですよ、やっぱり。原状復旧で、今

の中身でやって、それでいいのかなと。今回も説明会で４年度の補正

で、いわゆる被災事業者への持続支援事業等を、これは薄市、下高根

のいわゆる買物弱者の救済等に使えれば最高のお金だということで予

算提案しているのですけれども、そういう業者の人たちが再投資をす

る。しかしながら、根本が直っていないのですよ。上流部の中身で、

あの工事の中身で越水した状況がそのままなのです。それをいわゆる

強靱堤体を造る、高くする、そういうことをしなければ根本的な解消

にならないわけですよ。これが今で終わったことになれば、本来また

町が新たな投資しても、また災害が起きれば同じなのです。

そこで、当然ここに新しい堤体を設けて、しっかりしたものを造る

と。そのためには、当然災害防止の中身をもっともっと強固な中身に

して、町も本格的に取り組まなければできないのです。これ県も当然

そうですけれども、町がそこでどういう中身で動くのかですよ。町が

動こうとしなければ、なかなかどこも腰が重くなってくる。しかし、

結果的にやらなければ同じことの繰り返しになる。それに、私は何回

もしゃべっているのですけれども、本来災害が起きたとき、建築とか

であれば、建築は壊れてしまえば、その当時建てた、今のトルコ地震

と同じですよ。いわゆる強靱対策がなっていなければ、新たな法律で

今度またいわゆる強靱化していくわけでしょう。レベルアップしてい

く。堤防も同じですよ。低いもので越水して再度災害が起きるようで

あれば、当然それ以上の中身で、やっぱりレベルアップして防災に努

めると。そこで、町長、これ取組どう考えていました。

〇兵庫委員長 濱舘町長。
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〇町長（濱舘豊光君） 今、野上委員のほうからご指摘のあった、いわゆる原

状復旧でなくて、より強い地域をつくるための手当てなのですが、実

は県のほうから災害のほうで深浦と鰺ケ沢と外ケ浜にはかなりのお金

がついて、中泊もいっぱい被害受けたのに、中泊は何ともできないの

でと、別枠で事業出してくれと出せば３分の２補助するからというの

にトライしたのです。これトライしたのがわんぱく広場の、いわゆる

寺町地区の水害をどうやれば防げるかの調査やるというのと、薄市の

水害を根本的に抜本的に直すためにどういうことをすればいいのかと

いうものの調査を２つぶつけたのですけれども、残念ながら県からは

じかれまして、今財源の手当てがないので、ちょっと今考えていると

ころであります。ただ、何とかしないと駄目だという気持ちは前から

持っておりますし、できればめどつけば、補正でもまたお願いをした

いと思っております。何とかしないと駄目だという気持ちは自分自身

もちゃんと持っておりますので、そこはご理解をいただければと思い

ます。よろしくお願いします。

〇兵庫委員長 １２番委員。

〇野上委員 町長がそういう考えであればいいのですけれども、いずれにして

も、腰を上げなければ、手を挙げない者には何もほかのものも追随し

ないのです。そこのところは、担当課も、当然農林サイドもそうです

し、土木サイドも同じです。双方の中身ですることで、両方の予算の

組替えもできるか分からないのですよ。あそこのいわゆる取水口の改

修、今やっているわけですけれども、これは災害の中身でやっていま

すけれども、そういうものの中身でやりながら、それ以上の中身を対

策するとすれば、それに上乗せした中身の計画を組めば、予算のほう

もそういう配分の中身ができると思うのです。大体できるように私も

聞いているのです。そこら辺もっともっと検討してください。

〇兵庫委員長 １３番委員。

〇川山委員 ８７ページの道路新設改良費の中でお話しします。今お話になっ

たように、鰺ケ沢とかが大被害であったので、昨年の８月１２日、残

念ながらうちの小泊のほうはあまり大きく出なかったのですけれど

も、議長会の中でも「小泊、何も災害なかったんだな」と。「いやい

や、大変だったんだ」と話をしてきたのですけれども、そこで、今の

折戸と元、雄乃湯のところの、あそこの関連の道路、新聞等に出なか
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ったので分からないと思うけれども、約１時間ぐらいストップになっ

たのですよ、朝。大分文句を言われたのですけれども、山の上に行け

ともなかなか言えないので、今道路すぐ片づけやりますからもう少し

待ってと車並んでいるところに謝って歩きながら話したのですけれど

も、あそこは前から私話をしていまして、今も現状でまだ土のうを二、

三か所積んでいるのですけれども、一番恐ろしいところはおさかな海

岸のちょっと先、こっち側、中里側になるのですが、今でも崩れてき

ているようです。あれ国道なので、私もなかなか言えなくて、これ危

ないのでないかと。あの地蔵様を片づけたところです。言えなくて、

この前環境整備課の大西君とちょっと話しして、あれ、あのままにし

ておくのか、ちょっと県のほうに話ししてくれないかと。聞いてみて

ほしいと話ししたのだけれども、あれが今後あの道路、あそこだけで

なくて、段差もついたのです。また前に直したところ、またがくっと

下がって、あれはすぐ舗装したんだけれど、なかなかあのままで、ま

たああいうふうに災害あればもっと大きくなると思うので、小手先の

直すとする考えを捨ててもらって、何か大きく大々的に、あそこ道路

つけるために崩せば、もっと駄目になると言われたときもあったので、

何か町側として県のほうに何か話ししているものか、ちょっと伺いま

す。

〇兵庫委員長 藤本環境整備課長。

〇環境整備課長（藤本雅久君） 川山委員の今の質問に対してお答えいたしま

す。

令和４年８月の豪雨で被害を受けた折戸地区の国道３３９号です

が、県では道路パトロールにおいて経過観察中であり、のり面崩壊し

た２か所の土のうを積んでいるところについては、いずれも森林管理

署の所管であると聞いています。五所川原寄りについては、森林管理

署で砂の流出防止の工事を計画していると聞いていました。県として

は、工事完成後も土砂の流出等に注意して経過観察を実施し、緑化の

状況を確認しながら、大型土のうの設置や撤去について判断していく

と聞いております。また、道路舗装面の亀裂箇所については、大雨時

には変動が見られましたが、現在も道路の変動について観察中と聞い

ております。県では、そちらのほうの変動等調査をしなければ、適切

な復旧工事が決まらないので、今はまだ経過観察中にさせてください
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ということでした。県では、道路補修を実施しながら、今後も通常パ

トロールや道路防災点検を行い、継続して監視していくということを

伺っております。

以上です。

〇兵庫委員長 １３番委員。

〇川山委員 これは、藤本課長に言うわけではないが、何か大きい災害には直

す気がないので、何回もパトロールだ、何だと、私も合併した当初か

ら村の道路つけるような話しして、前の町長もいろいろやって話をし

たらしいのですけれども、なかなか手をつけないと。ただ、あそこ１

本止まれば、小泊の地区の人はもう行くところないわけですよね。冬

場であれば、３３９の竜飛のほうも止まってしまうし、これはできれ

ば、どういう形にしろ災害あってもいいような形で、ぜひ新しい知事

になるのでしょうけれども、町長に機会あるごとに捉えていただいて、

小泊の人、これ何かあれば大変だということをお話ししておいていた

だければなと思います。よろしくお願いします。

〇兵庫委員長 ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、第８款土木費に対する質疑を終わり

ます。

委員の皆さんにお願いがあります。各款に沿った質疑を行ってくだ

さるようお願い申し上げます。

第９款消防費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

１番委員。

〇鈴木委員 私のほうの若宮の屯所のことについてなのですけれども、分団長

より若宮の屯所が今現在雨漏りしていると。それで、役所のほうにぜ

ひ修繕のほうをお願いいたしますと、このように言っているのですけ

れども、まだ一向に工事がやられていないと、やってもらっていない

と、そういうことなので、ぜひお伺いしてほしいと、こういうことで

すので、答弁のほうよろしくお願いいたします。

〇兵庫委員長 毛内総務課長。

〇総務課長（毛内康裕君） 鈴木委員の若宮屯所の修繕について、役場側でも

予算に沿った形で修繕等随時行っております。令和４年度の予算の修

繕についても、要望があった現場を見て修繕する箇所は随時やってお
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ります。それで、間に合っていないものがあれば、令和５年度の予算

において修繕していくという形で取らせていただきたいと思います。

〇兵庫委員長 １番委員。

〇鈴木委員 分かりました。でも、やっぱり雨漏りしているということは、困

っていることなのですよね。だから、やっぱり急いでやってほしいと

いうのは分かりますので、ぜひ早めにそれをやっていただければ、変

な話、今回消防の給料というか、単価も上がったことですので、それ

を踏まえて、いいこともありますので、ぜひ早急に、できればいつ頃

から工事に入りますよと、そこまで聞きたかったのですけれども、今

回は即答できないということですので、しょうがないと。

もう一つ欲を言えば、消防自動車も新しいものに替えてほしいと。

新車欲しいのだけれどもねと言ったのだけれども、そこまで言えば切

りがないと思いますので、修繕のほうだけでも早めに修繕していただ

けるよう、よろしくお願いいたします。

〇兵庫委員長 １１番委員。

〇沖崎委員 団員の報酬、これ幾らになるか、具体的に。

〇兵庫委員長 毛内総務課長。

〇総務課長（毛内康裕君） 団員の年報酬については、昨年の３月に一部条例

改正をいたしまして、近隣町村と足並みをそろえて段階的に上げてい

くというふうに説明いたしまして、議員の皆様方の承認を得たところ

でございますけれども、今回の改正についてですけれども、年報酬に

ついては団員１万５，６００円から、国で定める３万６，５００円に

引き上げたいと思います。また、その階級に応じて、今までの階級の

差額を上乗せした形で取らせていただきたいと思います。よろしくお

願いします。

〇兵庫委員長 １１番委員。

〇沖崎委員 職員の関係も上がると思いますけれども、五所川原消防事務組合

の職員は何％ぐらい上がるのか、その点をお願いします。

〇兵庫委員長 毛内総務課長。

〇総務課長（毛内康裕君） 今の質問にお答えいたします。

五所川原消防事務組合、中泊だけで管理している団体ではございま

せん。五所川原、中泊、鶴田というふうに管理者がいて、管理してい

るところでございますけれども、北部中央消防署ができた段階で、今
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までの行政職の給与でもらっていた旧中泊町の職員なのですけれど

も、五所川原の公安職の給料に移行したということでございます。そ

の移行についてですけれども、従来行政職でもらっていた給与を下回

らないところに１つ上げたというふうな調整の仕方をしたと聞いてお

ります。これにつきましても、町としても町長としても、ぜひとも五

所川原の採用された職員の給与水準まで再計算してほしいということ

は町からも消防本部のほうには伝えております。消防本部のほうに伝

えてはおりますけれども、本部のほうからはいい回答は得られていな

いと。それについては、消防議会等でももう一度議論して、ぜひそれ

を改善していただきたいと、町でもそう思っております。

以上でございます。

〇兵庫委員長 ほかに質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、第９款消防費に対する質疑を終わり

ます。

第１０款教育費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、第１０款教育費に対する質疑を終わ

ります。

第１１款災害復旧費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、第１１款災害復旧費に対する質疑を

終わります。

第１２款公債費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、第１２款公債費に対する質疑を終わ

ります。

第１３款予備費に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 質疑がないようですので、第１３款予備費に対する質疑を終わ

ります。

これで議案第３号 令和５年度中泊町一般会計予算に対する質疑を

終わります。
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以上で予算特別委員会に付託されました議案第３号から議案第９号

までの令和５年度中泊町一般会計予算及び各特別会計予算に対する質

疑は全て終了しました。

◎議案第３号～議案第９号の討論

〇兵庫委員長 これから討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

〇兵庫委員長 討論なしと認め、これで討論を終わります。

◎議案第３号～議案第９号の採決

〇兵庫委員長 これから採決を行います。

お諮りします。議案第３号から議案第９号までの令和５年度中泊町

一般会計予算及び各特別会計予算は原案のとおり可決すべきものと決

定することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

〇兵庫委員長 異議なしと認めます。

したがって、議案第３号から議案第９号までの令和５年度中泊町一

般会計予算及び各特別会計予算は原案のとおり可決すべきものと決定

しました。

◎閉会の宣告

〇兵庫委員長 以上をもって予算特別委員会に付託されました案件の審査は全

部終了しました。ご協力ありがとうございました。

これをもちまして予算特別委員会を閉会します。

閉会 午前１１時４８分




